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１．川西市のケアマネジメントに関する基本方針 

(令和元年１２月制定） 

 

（１）策定の趣旨 

介護支援専門員は介護保険法及び関係法令等を遵守し、制度全般の専門的な知識と利用者へ

の深い理解により、自立支援・重度化防止に資することを目的としたケアマネジメントを行う

必要があります。 

　この介護保険制度の根幹であるケアマネジメントのあり方を保険者と介護支援専門員で共有

することを目的とし「川西市のケアマネジメントに関する基本方針」を策定しました。 

　居宅介護（介護予防）支援事業所におかれましては、本基本方針の内容を踏まえ、ケアマネ

ジメントを実施していただきますようお願いします。 

 

（２）居宅介護支援に関する基本方針 

　本市では、「川西市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

（平成 30 年条例第８号）（以下「居宅介護支援基準条例」という。）」の第４条において定

める「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 38 号）

（以下「居宅介護支援基準省令」という。）」に基づき居宅介護支援に関する基本方針を以下

のとおり定めました。 

 

①　利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるように配慮します。 

②　利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な

保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供され

るよう配慮します。 

③　利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、指定居宅サービス等が特定の

種類又は事業者等に偏らないよう、公正中立に行います。 

④　市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護（介護予防）支援事業者、介護保険施

設、指定特定相談支援事業者（障がい者支援）等との連携に努めます。 

⑤　要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十

分配慮して行います。 

⑥　自らその提供する居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ります。 

⑦　その他、「居宅介護支援の具体的取扱方針」は、居宅介護支援基準条例を踏まえ、居宅介

護支援基準省令に基づいて行います。 

 

（３）介護予防支援に関する基本方針 

　本市では、「川西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成 27 年条例第 11

号）（以下「介護予防支援基準条例」という。）」の第３条において定める「指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 37号）（以下「介護予防支援基準省令」とい

う。）」に基づき介護予防支援に関する基本方針を以下のとおり定めました。 

 

①　利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮

します。 

②　利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者

の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サー
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ビスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮

します。 

③　利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、指定介護予防サービス等が特

定の種類又は事業者等に偏らないよう、公正中立に行います。 

④　市町村、地域包括支援センター、他の指定介護予防（居宅介護）支援事業者、介護保険施

設、指定特定相談支援事業者（障がい者支援）、その他地域における様々な取組を行う者

等との連携に努めます。 

⑤　利用者の介護予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行い

ます。 

⑥　介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサー

ビスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を策定します。 

⑦　自らその提供する介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図ります。 

⑧　その他、「介護予防支援の具体的取扱方針」は、介護予防支援基準条例を踏まえ、介護予

防支援基準省令に基づいて行います。 

 

（４）川西市のケアプラン点検、地域ケア会議 

基本的には、介護支援専門員とともに検証確認していくことで、介護支援専門員の「気づ

き」を促し、介護支援専門員の資質向上に資することを目的としています。 

　ケアプラン点検については、国から示されている「ケアプラン点検支援マニュアル（平成

20年 7 月 18 日発出、介護保険最新情報 Vol.38）」の趣旨に従って行います。ケアプランがケ

アマネジメントのプロセスを踏まえ自立支援・重度化防止に資する適切なものとなっているか

を検証確認していきます。また、自立支援型地域ケア会議を開催し、運営を支援しています。

自立支援・重度化防止や社会資源の有効活用等について、医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護

師、リハビリ専門職や管理栄養士等を含めた多職種協働による検討を行います。 
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２.ケアマネジャー(介護支援専門員)の事務手順 
 
 

利用者の被保険者証により、要介護（要支

援）認定の内容、給付制限の有無などを確

認します。また、負担割合証により負担割

合を確認します。 

 

利用者から居宅サービス開始に必要な手続

きの依頼を受けます。 

重要事項説明書などを用いて、所属する居

宅介護支援事業所の説明を行った後、契約

を締結します。 

 

利用者に代わって、介護保険課に『居宅サ

ービス計画作成依頼届出書（介護予防サー

ビス計画作成・介護予防ケアマネジメント

依頼届出書）』を提出します（予防につい

ては担当地区地域包括支援センターが提出

します）。 

 

利用者が所持している各種の認定証等によ

り、利用料の軽減を受けられるかどうかを

確認し、未認定で軽減制度の利用の必要性

があれば、制度利用に向けて支援をおこな

います。 

 

利用者が所持している各種の受給者証等に

より、公費負担医療等を受けられるかどう

かを確認します。 

 

資格の確認を終えたら、居宅サービス計画

書(以下、「ケアプラン」とします)の原案

作成に取りかかります。 

 

 

 

利用者の依頼を受け、 
契約を締結する

介護保険被保険者証・ 
介護保険負担割合証の確認

居宅サービス計画作成依頼 

届出書(介護予防サービス計画
作成・介護予防ケアマネジメン

ト依頼届出書)等の提出

利用料の軽減制度の確認

公費負担医療等の確認

ケアマネジメントプロセスの開始
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利用者が自立して生活するために解決すべ

き課題を把握し、利用者の状態に即した居

宅サービスを選択します。 

 

 

サービス担当者会議を調整し、作成したケ

アプランをもとに、各サービス担当者に向

けて、利用者の状態、課題、課題に対する

目標、具体的なケア内容について説明し、

具体的なケアの内容を確定します。 

 

 

サービス担当者会議を経て、ケアプランの

内容を利用者・家族に説明します。 

毎月、サービス利用票、サービス提供票

を作成し、利用者から同意を得た上で利用

者及び、サービス提供事業所にケアプラン

を交付します。 

 

定期的(要支援認定者は 3ヶ月に 1度、要

介護認定者は月 1度を基本に)に利用者の

居宅を訪問し、利用者の生活状況、サービ

スの実施状況を見ながら、必要に応じてケ

アプランの修正等を行います。 

 

サービス提供月の翌月に、実績に応じて修

正されたサービス提供票をもとに給付管理

票を作成し、兵庫県国民健康保険団体連合

会（以下、「国保連」とします）に提出し

ます。 

ケアマネジャー、サービス提供事業者が介

護給付費を国保連に請求します。この際、

ケ

 

アセスメント・サービスの選択

ケアプランの交付 
サービス利用票・提供票の作成 

実施状況の把握 

(モニタリング）

介護給付費の請求

サービス担当者会議の開催
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（１）利用者の依頼を受ける 
利用者から居宅サービス開始に必要な手続きの依頼を受けます。重要事項説明書など

を用いて、所属する居宅介護支援事業所の説明を行った後、契約を締結します。 

 

（２）ケアマネジャーの役割 

介護保険サービスの利用には、事前にケアプランを作成し、ケアプランの内容について

利用者の同意を得たうえで、計画に基づきサービスを利用する手順が必要となります。 

ケアプランの作成に重要な役割を果たすのが居宅介護支援事業者に所属するケアマネジ

ャーです。ケアマネジャーは、利用者が居宅サービス等を利用する際に相談を受け、ケア

プランを作成しサービス提供事業者の手配や予約、連絡調整、さらには、利用状況の管理

など、さまざまな業務を行います。 

 

　（３）ケアマネジャーの業務 

ž 要介護者等や介護者・家族等の相談対応 

ž 介護保険制度、その他、活用が可能な福祉制度の情報提供 

ž 利用者の様子を把握するために必要な情報収集の実施 

ž ケアプラン作成のための課題分析（アセスメント） 

ž ケアプランの作成（ニーズ、目標、介護内容、サービス、種類、頻度、時間帯、担当機関） 

ž サービスに関する説明と同意 

ž サービス提供事業者との連絡調整 

ž 給付管理業務 

ž 要介護者等の状態の把握、継続的な見守り（モニタリング） 

ž 要介護認定の更新申請及び各種申請の援助、代行 

ž サービスに関する苦情の受付、取次ぎ 

ž 介護保険施設に入所する場合の紹介等 

ž サービス担当者会議（ケアカンファレンス）を実施する場合の主催 

ž 住宅改修、住宅改造、福祉用具購入の支援 

 

（４）介護保険被保険者証の確認 

介護認定の申請後、介護認定審査会で二次判定が行われ、その判定内容を記した介護保

険被保険者証(桃色)が利用者の居宅へ送付されます。送付先変更の届出が提出されている

場合は、変更先に送付されます。 

被保険者証は、サービスの契約時や提供を受ける時、要介護（要支援）認定の「更新申

請・区分変更申請」を行う時などに必要となります。 

被保険者証は被保険者番号や住所、氏名などを第一面に、要介護認定についての情報を

第二面に記載しています。また、サービス利用に伴い「居宅サービス計画作成依頼届出



 

10 

書」の提出により、担当している居宅介護支援事業所、及び届出日が記載されます。ま

た、介護保険施設に入所中や、給付制限がある方は、その内容について第三面に記載され

ます。 

 

（５）介護保険負担割合証の確認 

 

利用者は前年の所得に応じて介護サービス費用の 1～3 割を自己負担します。利用者の

自己負担の割合は負担割合証に記載されていますので、ケアマネジャーは必ず負担割合証

(クリーム色)で負担割合の確認をしてください。また、サービス提供事業所にも負担割合

証を必ず確認してもらうようにしてください。 

 

負担割合の区分 

※負担割合の判定対象となる収入に非課税年金は含まれません。 

※合計所得金額に給与所得又は年金所得が含まれている場合には、合計所得金額から 

10 万円を控除した後の金額を用います。 

 割合 対象者

 

3 割

以下の 1、2の両方に該当する場合 

1.本人の前年の合計所得金額が 220 万円以上 

2.前年の「年金収入＋その他の合計所得金額」が 340 万円以上（同一世   

帯に 65 歳以上の人が 2 人以上いる場合はあわせて 463 万円以上）
 

2 割

3割に該当せず、以下の1、2の両方に該当する場合 

1.本人の前年の合計所得金額が 160 万円以上 

2.前年の「年金収入＋その他の合計所得金額」が 280 万円以上（同一世 

帯に 65 歳以上の人が 2 人以上いる場合はあわせて 346 万円以上）
 

1 割 2割、3割に該当しない人、住民税非課税者、生活保護受給者及び第 2 号

被保険者（40歳～64歳の方）
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※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入の雑所得をのぞいた所

得金額です。また、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所

得金額調整控除適用前の給与所得から 10 万円を控除した後の金額を用います。 

※合計所得金額、その他の合計所得金額ともに、譲渡所得に係る特別控除額は金額か

ら除きます。 

※判定は、第 1 号被保険者個人単位で行います（本人の合計所得が 160 万円に満たな

い場合は、世帯内の他の第 1 号被保険者の所得状況にかかわらず、1 割負担となりま

す）。 

送付時期 

要介護認定を受けている方には毎年 7 月に新しい負担割合証を送付します。また、新たに

介護認定を受けた方には、認定結果が出てから概ね 10日程度で負担割合証を交付します。 

 

　　　適用期間 

負担割合の適用期間は 8 月（新規申請をした人は申請日から）から翌年 7 月末です。 

  

その他 

※所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の 8 
月まで適用期間を遡った負担割合証を、更正の行われた翌

月上旬に再交付します。 

※世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は、変

更が生じた翌月から負担割合を変更し、負担割合証を再交

付します。 

※第 2 号被保険者が 65 歳になり、2 割（または 3 割）負担の

所得水準にある場合は、65 歳になった翌月から負担割合を

変更し、負担割合証を再交付します。 

 

問い合わせ先 

介護保険課 給付担当 

072-740-1148 
 

（６）居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書 
 

利用者と居宅介護（介護予防）支援事業者との間で契約が成立したら、利用者を代行し

て、「居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書」（以下、「届出書」とします）または

「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」を介護保

険課に提出します。 

この届出書は、利用者が居宅介護（介護予防）支援事業所にケアプラン作成を依頼する

ことを市に届け出るもので、市は毎月初旬に前月の届出内容を国保連に報告します。 
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利用者が途中で居宅介護（介護予防）支援事業者を変更した場合も、介護保険課に上記

の届出書を提出してください（ケアマネジャー個人の変更で事業者の変更を伴わない場 

合、届出書の提出不要です）。 

利用者が届出書を提出せずに介護サービスを利用した場合、介護給付費の現物支給は受

けられません。利用者は費用をいったん全額支払い、後から負担割合に応じて 7～9 割分

の償還を受けることになります（手続には 3 ヵ月程度かかります）。 

届出書は、介護保険課窓口が受理した日が届出日になります。開始日が先の日付の場合

受理できません。 

※居宅介護（介護予防）サービス等を利用する予定がない場合、または施設に入所する

場合は届出の必要はありません。また、住宅改修、福祉用具購入のみの利用の場合も、届

出の必要はありません。 

　　　 

問い合わせ先 

介護保険課　適正化担当　072-740-1149
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（７）給付制限の確認 
 

介護保険料を滞納等している利用者は、介護保険サービスを利用するときに、次のよう

な保険給付の制限を受けることがあります。給付制限の状況は、被保険者証の第三面の給

付制限の記載欄に記載されています。ケアプランを作成する時には、給付制限を受けてい

ないかどうか、必ず被保険者証で確認してください（要介護認定更新時に被保険者証に記

載される場合があります）。また、サービス提供事業者にも必ず確認してもらうようにし

てください。 

  

被保険者証に「支払方法変更」と記載されます。 

「支払方法変更」を受けた利用者の場合、現物支給が停止され、利用者はサービス利用時

に費用をいったん全額（10 割）サービス提供事業者に支払い、後で費用の 7～9 割を保険

者（川西市）に請求します。「給付管理票」は介護保険課に提出してください。 

サービス提供事業者は、利用者から費用の 10 割を徴収し、必ず「領収書」とともに 

「指定居宅介護（介護予防）サービス提供証明書（介護給付費明細書に事業所印を押した

もの等でも可）」を発行します。利用者は「領収書」に「指定居宅介護（介護予防）サー

ビス提供証明書」を添付して介護保険課に申請すれば、7～9 割が償還されます。また、居

宅介護（介護予防）支援費の場合も、同様に 10 割を徴収し、申請すれば、10 割が償還さ

れます。 

 

保険料を 1 年以上滞納した場合 

⇒支払方法の変更（償還払い化）
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被保険者証に、「支払方法変更」と記載されます。 

「保険給付の差止」を受けた利用者の場合、償還申請をした際に、保険給付が一時差止

められ、差止めされた給付費から滞納保険料への充当が行われます。手続きは、前述の

「支払方法の変更」の場合と同じです。 

 

　　　 

被保険者証に、［給付額減額」と記載されます。 

介護保険料は滞納したまま 2 年が経過すると時効により消滅し、それ以後は、消滅した

分の保険料を納付することはできなくなります。 

「給付額減額等」を受けた利用者の場合、時効により消滅した保険料の額に応じた期間

について、負担割合が本来の負担割合から 7 割（本来の負担割合が 7 割の方は 6 割）に引

き下げられます（ただし、居宅介護（介護予防）支援費は減額されません）。また、高額

介護サービス費等の支給も受けられなくなります。 

また、給付額減額期間については施設入所者等の食費・居住費などの利用者負担の軽減

制度、社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度も適用されません。 

 

【「給付額減額」および「支払方法の変更」が記載されている場合】 

「給付管理票」は、介護保険課へ提出してください。サービス提供事業者は、利用者か

ら費用の 10 割を徴収し、必ず「領収書」と「指定居宅介護（介護予防）サービス提供証

明書」を発行します。利用者は「領収書」に「指定居宅介護（介護予防）サービス提供証

明書」を添付して介護保険課に申請すれば、7 割（または 6 割）が償還されます。 

居宅介護（介護予防）支援費については、居宅介護（介護予防）支援事業所が利用者か

ら 10 割を徴収し、必ず「領収書」と「指定居宅介護（介護予防）サービス提供証明書」

を発行します。利用者は「領収書」と「指定居宅介護（介護予防）サービス提供証明書」

を添付して介護保険課に申請すれば、10 割が償還されます。 

 

【「給付額減額」のみが記載されている場合】 

給付管理票は、国保連合会へ提出してください。サービス提供事業者は、被保険者から

費用の 3 割（または 4 割）を徴収します。その後、事業者は国保連に利用料の 7 割 

（または 6 割）を請求します。 

居宅介護（介護予防）支援費については、利用者の自己負担がありませんので、通常ど

おり国保連に請求します。 

保険料を支払わないまま時効となった場合 

⇒給付額の減額

保険料を１年６ヶ月以上滞納した場合 

⇒保険給付の差止
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図　「給付額減額」のみの場合の請求方法のイメージ図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総合事業には給付制限は適用されませんが、フレイル改善短期集中プログラムの場合、給付制限

があると利用できません。 
 

問い合わせ先 

【保険料の納付、償還払い・給付制限に関すること】  

介護保険課 　資格・賦課担当　072-740-1148 
 

【国保連合会への請求方法に関すること】 

介護保険課  給付担当　072-740-1148   

④給付管理票

⑤請求（7～6 割） 
 
⑥支払（7～6 割） 

①サービスの提供 

②支払（3～4 割） 
 
③領収書

 
被保険者

 

サービス提供事業者

 
国保連合会

 
ケアマネジャー

連
絡



 

16 

（８）利用者負担の軽減制度の確認  
  

市民税世帯非課税世帯などの低所得者に対して、①介護保険負担限度額の認定（居

住費・食費の減額）、②社会福祉法人などによる利用者負担の軽減制度があります。 

また、介護保険法施行以前から特別養護老人ホームに入所している方に対する利用

者負担、居住費、食費の軽減を受けることができます。 

さらに、収入の減少や災害による被害がある場合にも、利用者負担の減額、免除を

受けることができる制度があります。こうした制度の適応を受けるには、介護保険課

に申請が必要です。制度が適用されると、それぞれの種類に応じた認定証が交付され

ます。この認定証をサービス事業所や施設に提示すると、記載された内容に応じて利

用者負担などが減額されます。 

ケアマネジャーは、利用者が認定証(確認証)をサービス提供事業所に提示するよう

に依頼してください。サービス提供事業所は、介護給付費請求時に、保険給付分とあ

わせて軽減分も請求します。 

また、適用の可能性があるにもかかわらず利用者が申請をしていない場合は、制度

を説明し申請の支援を行ってください。 

 

 

利用者負担額の軽減制度 

 

利用者負担額の軽減制度は、次の場合に適用される場合があります。 

 

 

 

 居宅サービス費用の減額 施設サービス費用の減額

 市民税世帯非課税等の低所得者対する軽減制度
 ①介護保険負担限度額の認定 ○ ○
 ②社会福祉法人等による利用者負担の軽減 ○ ○
 介護保険法施行以前からの特別養護老人ホーム利用者に対する軽減制度
 ③介護保険法施行以前からの特別養護老人

ホームに入所していた人に対する減額
× ○
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市民税世帯非課税などの低所得者 
 

①介護保険負担額限度額の認定（居住費・食費の減額） 
 

対象者 

利用者負担段階の認定要件は次のとおりです。 

 

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入の雑所得を除いた所得金額で

す。また、譲渡所得に係る特別控除額は合計所得金額からのぞきます。 

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入の雑所得をのぞいた所得金

額です。また、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調

整控除適用前の給与所得から 10 万円を控除した後の金額を用います。また、譲渡所得

に係る特別控除額はその他の合計所得金額から除きます。 

※65 歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は 1,000 万（夫婦は 2,000 万円）

以下です。 

 利用者
負担段階

対象者
 収入に関する要件 資産要件
  

 

第１段階

・生活保護受給者

  

・世帯全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市

民税非課税の老齢福祉年金受給者

かつ、預貯金等の合 

計が 1,000 万（夫婦は 

2,000 万円）以下

  

 

第２段階

・世帯全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市

民税非課税で、課税年金収入とその他の合計所得金

額と遺族年金・障害年金収入額の合計額が年額 80 
万円以下の人

かつ、預貯金等の合 

計が 650 万円（夫婦は 

1,650 万円）以下

  

 

第３段階①

・世帯全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市

民税非課税で、課税年金収入とその他の合計所得金

額と遺族年金・障害年金収入額の合計額が年額 80 
万円超 120 万円以下の人

かつ、預貯金等の合 

計が 550 万円（夫婦は 

1,550 万円）以下

  

 

第３段階②

・世帯全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市

民税非課税で、課税年金収入とその他の合計所得金

額と遺族年金・障害年金収入額の合計額が年額 120 
万円以上の人

かつ、預貯金等の合 

計が 500 万円（夫婦は 

1,500 万円）以下

 第４段階 ・上記、利用者負担段階第 1 段階～第 3 段階以外の人 制度の対象外です。
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軽減内容 

軽減の対象となるサービス 

介護老人福祉施設（居住費・食費）、（介護予防）短期入所生活介護（滞在費・食費）、

介護老人保健施設（居住費・食費）、（介護予防）短期入所療養介護（滞在費・食費）、

介護療養型医療施設（居住費・食費）、介護医療院（居住費・食費） 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（居住費・食費） 

 

利用者負担段階毎の一日あたりの負担限度額と基準費用額は次のとおりです。 

※利用者負担第 4 段階の人の費用は入所される施設に直接お問い合わせください。 

※短期入所サービスを利用した場合、食費の負担限度額は（ ）内の金額です。 

 

【適用期間】 8 月1日～翌年7月３１日までの1年間。 

【証の名称】介護保険負担額限度額認定証 

【利用方法】この証は施設サービスや短期入所サービスを利用する際に適用されるもので 

す。介護保険施設の入所時等に施設に提示するよう、利用者に案内してくだ

さい。 

 

申請方法 

下記の書類を用意していただき、介護保険課の窓口、または郵送で申請してください。

【提出書類】 

ア.介護保険負担限度額認定申請書 

イ.通帳等の写し（すべての口座等。配偶者がいる場合は配偶者分も必要） 

 

ア.は介護保険課の窓口に用意しています。また、川西市のホームページにも掲載していますので印

刷してご利用ください。 

  

利用者

負担段階

 

食費

居住費（滞在費）

 多床室 

（特養等）

多床室 

（老健、療養等）

従来型個室 

（特養等）

従来型個室 

（老健・療養等）

ユニット型

個室的多床 
室

ユニット型 

個室

 第１段階 300 円 0 円 0 円 320 円 490 円 490 円 820 円
 

第 2 段階
390 円 

（600 円）
370 円 370 円 420 円 490 円 490 円 820 円

 第 3 段階 

①

650 円 

（1,000 円）
370 円 370 円 820 円 1,310 円 1,310 円 1,310 円

 第 3 段階 

②

1,360 円 

（1,300 円）
370 円 370 円 820 円 1,310 円 1,310 円 1,310 円

 基準費用 

額
1,445 円 855 円 377 円 1,171 円 1,668 円 1,668 円 2,006 円
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イ.について、通帳は(1)銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分、(2)申請日時点の残

高と申請日から 2 ヶ月前までの出入金が分かる部分、(3)年金の受給が分かる部分（企業年

金を含む）、(4)定期預金の残高が分かる部分が必要です。有価証券（株式・公社債等）や

投資信託等については、証券会社や銀行の口座残高の写し等を添付してください。 

 

利用者負担第 4段階の人で軽減が認められる特例について 

高齢者夫婦世帯等の居住費・食費の減額(短期入所には適用されません)、高齢者夫婦世

帯で一方が介護保険施設に入所し、利用者負担第４段階の居住費・食費を支払っている場

合、利用料の負担により、在宅で生活する配偶者の生計が困難になるケースについては、

特例減額措置が講じられ、負担限度額が認定され介護保険負担限度額認定証(水色)が発行

される場合があります。 

 

対象者 

次の要件を全て満たす人 

・市民税課税者がいる高齢者夫婦等の世帯 

・世帯員が、介護保険施設に入所（入院）し、利用者負

担第 4 段階の居住費・食費を負担していること 

・世帯の前年の公的年金等の収入金額とその他の合計所

得金額（譲渡所得に係る特別控除額を除く）の合計額

から、施設の利用者負担（1～3 割負担、居住費、食費

の年額見込みの合計額）を除いた額が 80 万円以下に

なること 

・世帯の預貯金等の額が 450 万円以下であること 

・日常生活に供する資産以外に活用できる資産のないこと 

・介護保険料を滞納していないこと 
 

 

 
問い合わせ先 
介護保険課 給付担当　072-740-1148 
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②社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度 
 

対象者 

世帯全員が市民税非課税であって、次の要件をすべて満たす人及び生活保護受給者 

・年間収入が単身世帯で 150 万円、世帯員が 1 人増えるごとに 50 万円加算した額以下で

あること（収入には遺族年金・障害者年金等や仕送りなどすべての収入を含む） 

・預貯金等の額が単身世帯で 350 万円、世帯員が 1 人増えるごとに 100 万円を加算した額

以下であること 

・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 

・負担能力のある親族等に扶養されていないこと（市民税課税者と同居していない、市民

税課税者の扶養家族になっていない、市民税課税者から仕送り等の援助を受けていな 

い） 

・介護保険料を滞納していないこと 

 

　　　軽減内容 

社会福祉法人等が提供する介護サービスの利用料が軽減されます。（この軽減は社会福祉

法人の負担により実施されるもので、軽減を実施するかどうかは、それぞれの社会福祉法

人が決定します。全ての社会福祉法人が軽減を実施しているわけではありません） 

 

 

※旧措置入所者で利用者負担割合が 5%以下の方は対象になりません。ただし、ユニット

型個室の居住費は軽減の対象となります。 

※生活保護受給者は個室の居住費（滞在費）のみが対象となります。 

※高額介護サービス費の利用者負担上限額 15,000 円の人の（５）のサービスに係る利用者

負担額は軽減の対象になりません。 

※特定入所者介護サービス費等の対象外となる人は、（４）と（５）のサービスに係る食

費・居住費（滞在費）が軽減の対象になりません。 

 軽減対象 サービス種類
 

(1)利用者負担額
訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

夜間対応型訪問介護、予防専門型訪問サービス

 

(2)利用者負担額･食費

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通

所介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予

通所介護
 

(3)利用者負担額・食費・宿泊費

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能

型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護（複合

型サービス）
 (4)利用者負担額・食費・滞在費 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

 
(5)利用者負担額・食費・居住費

介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護
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軽減の割合  

利用者負担の 1/4（老齢福祉年金受給者は 1/2、生活保護受

給者は全額） 

【適用期間】8 月1日～翌年7月３１日までの1年間。 

【証の名称】社会福祉法人等利用者負担軽減確認証（緑色） 

【利用方法】この証を交付された利用者に対して、軽減を実施

している社会福祉法人を利用したケアプランを作成する際に

は、必ず証を確認してください。また、サービス提供事業所

(社会福祉法人）にも証を確認してもらうようにしてくださ

い。サービス提供事業所（社会福祉法人）は利用者負担を減額

して請求します。 

 

問い合わせ先 
介護保険課 給付担当　072-740-1148 
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社会福祉法人による利用者負担額の軽減を行う事業所一覧（市内分） 
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介護保険法施行以前からの利用者 

 

③介護保険法施行時に特別養護老人ホームに入所していた人に対する減額 

対象者 

介護保険法施行以前からの利用者 

平成 12 年 4 月 1 日時点（介護保険制度の施行時）に特別養護老人ホーム（介護老人福祉

施設）に入所していた旧措置入所者 

軽減内容 

【軽減割合】利用者負担額・・・10％以下、厚生労働大臣が定めた割合 

居住費・食費・・・所得等に応じて厚生労働大臣が定めた金額 

【適用期間】８月１日～翌年７月３１日までの1年間 

【証の名称】介護保険利用者負担額減額・免除等認定証（黄色） 

介護保険特定負担限度額認定証（クリーム色） 

【利用方法】この証を交付された利用者に対して、介護老人福祉施設サービスを提供する

際には、サービス提供事業者は、必ず証を確認してください。 

【その他】「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証」は、旧措置入所者であることを

証明するものとして、利用者負担額の減額・免除をされていない人にも交付し

ています。 
 

問い合わせ先 

介護保険課　給付担当　072-740-1148 
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（９）公費負担医療等の確認 
 

公費負担医療等の受給者の場合は、受給者証などの証明の記載内容を確認し、サービス

提供事業者にその旨を通知します。サービス提供事業者は、利用者負担額から公費負担医

療分を除いた額を利用者から徴収し、介護給付費の請求時に公費負担医療分として請求し

ます。制度の詳細については下記連絡先へ問い合わせてください。 

 

 １．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律「一般患者に対する医療」

 連絡先：伊丹健康福祉事務所　072-785-7462

 ２.障害者総合支援法「自立支援医療(精神通院医療）」

 連絡先：障害福祉課　072-740-1178

 ３．障害者総合支援法「自立支援医療（更生医療）」

 連絡先：障害福祉課　072-740-1178

 ４.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律「一般疾病医療費の給付」

 連絡先：兵庫県　疾病対策課　078-362-3245

 ５．難病の患者に対する医療等に関する法律「特定医療」

 連絡先：伊丹健康福祉事務所　072-785-7462

 ７．特定疾患治療研究事業について「治療研究に係る医療の給付」

 連絡先：伊丹健康福祉事務所　072-785-7462

 ８．先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について「治療研究に係る医療の給付」

 連絡先：伊丹健康福祉事務所　072-785-7462

 ９．水俣病総合対策費の国庫補助について「療養費及び研究治療費の支給」

 連絡先：熊本県　　水俣病保健課　096-333-2284 

　　　　新潟県　　生活衛生課　　025-280-5204 

　　　　鹿児島県　環境林務課　　099-286-2584
 １０．メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について「研究治療費の支給」

 連絡先：熊本県　　水俣病保健課　096-333-2284 

　　　　新潟県　　生活衛生課　　025-280-5204 

　　　　鹿児島県　環境林務課　　099-286-2584
 １１．石綿による健康被害の救済に関する法律「指定疾病に係る医療」

 連絡先：伊丹健康福祉事務所　072-785-7462

 １２．原爆被爆者の訪問介護利用者負担に対する助成事業について「介護の給付」

 連絡先：兵庫県　疾病対策課　078-362-3245

 １３．原爆被爆者の介護保険など利用者負担に対する助成事業について「介護の給付」

 連絡先：兵庫県　疾病対策課　078-362-3245
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（１０）交通事故等が原因で介護が必要になった場合（第三者行為求償） 
 
  

交通事故等が原因で介護保険サービスを利用する場合 

介護保険サービスを利用する際には、サービス費用のうち、原則、1～3 割を利用者が負

担し、残りの 7～9 割を市等が負担します。しかし、交通事故等の第三者行為が原因で要

介護状態になり、重度化して、介護保険サービスが必要になった場合、その費用は加害者

である第三者が負担すべきものになります。 

この場合の介護保険サービス費の保険給付相当額は、市が一時的に立て替え、後で加害

者に請求することになります。 

そのため、交通事故等が原因で介護保険サービスが必要となった場合、被保険者から市

へ届出が必要になります。 

 

第三者行為求償の手続き 

ケアマネジャーは、被保険者が第三者行為求償に該当する可能性が生じた場合、下記の

問い合わせ先までご連絡ください。 

下記の書類が提出された後、市から国保連へ求償事務を委託し、求償手続きを進めて

いきます。 

 

申請書類 

①第三者行為による傷病届 

②事故発生状況報告書 

③同意書 

④誓約書 

⑤承諾書 

⑥交通事故証明書（写し可） 

①～⑤はご連絡いただきましたら介護保険課から様式を送付します。⑥は自動車安全運転

センターで発行されたものを提出して下さい。なお、既に医療保険で求償している案件に

ついては、①②⑥の提出が省略できる場合がありますので、ご相談ください。 

 

問い合わせ先 
介護保険課　給付担当　072-740-1148 

 １４．中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特 

定配偶者の自立の支援に関する法律「介護支援給付」
 連絡先：生活支援課　072-740-1173

 １５．生活保護法「介護扶助」
 連絡先：生活支援課　072-740-1173
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（１１）要介護認定の流れ 
 
 

要介護認定の申込は、介護保険課で受付ています。 川西市の

ホームページより申請書をダウンロードし、郵送又は窓口へご

提出ください。 

また、ケアマネジャー等からの代理申請も可能です。 

 

申請の際に必要なもの 

①介護保険要介護認定・要支援認定申請書 

②介護保険被保険者証（紛失している場合は申請書余白にその旨

記載） 

 

※特定疾病を理由に申請をする第 2 号被保険者（40 歳以上 65 歳
未満）は、医療保険の被保険者証の写しも必要です。 

※主治医意見書については、主治医の氏名（フルネーム）を申請

書に記載してください。主治医意見書の作成について、必ず事

前に主治医の先生に了承を得てから申請書を提出してくださ

い。 

 

申請時に、介護保険課へ介護保険被保険者証の原本を提出してい

ただきます。その後、新しい介護保険被保険者証に認定結果等を記

載して、被保険者のご自宅へ送付します。それまでの間は、介護保

険被保険者証の代わりとなる介護保険資格者証（介護保険暫定被保

険者証）を交付します。 

 

市から申請書記載の主治医に対して、医学的な知見による意見書

の作成依頼書を送付します。改めて受診が必要な場合は、主治医の

指示に従ってください。 

 

 

調査員が事前に日時を調整した上で、ご自宅等を訪問し、ご本人

の心身の状態について調査を行います。 

※調査の際にはできるだけご家族の立会いをお願いします。 

調査結果でコンピュータ判定（一次判定）を行います。 

要介護認定 

申請の準備

要介護認定 

の申請

主治医意見書

の依頼

訪問調査 

の実施
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一次判定結果、調査項目に関して調査員が聞き取りした事項（特

記事項）および主治医意見書に基づいて審査し、最終の判定（二次

判定）を行います。審査会の委員は医師、歯科医師、保健師、社会

福祉士、薬剤師など医療・保険・福祉に関する専門家によって構成

されています。 

新しい介護保険被保険者証に認定結果を記載し、被保険者のご自

宅へ送付します。介護保険被保険者証には、認定結果以外にも、認

定の有効期間や利用できるサービスの上限（区分支給限度基準額）

などが記載されています。 

要介護認定の結果が通知されるまでには、通常、申請から 30 日
程度かかります。新規・変更申請については、要介護または要支援

と認定された場合、原則申請日に遡って有効となります。 

※審査の結果、「非該当」となった場合でも、総合事業が利用できる場合

がありますので、地域包括支援センターにご相談ください。 
 

利用者に代わって、介護保険課に『居宅サービス計画作成依頼届出

書（介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届

出書）』を提出します（予防については担当地区地域包括支援セン

ターが提出します）。 

※介護保険課の窓口に提出した日が届出日となります。提出の時点で既に

サービスの利用を開始している場合は、届出書にサービスの利用開始日を

記入してください。また、提出が大幅に遅れると償還払いとなる場合もあ

りますので、ご注意ください。 

 
 

ケアプランを作成し、サービスの利用を開始します。 
 
 
 

 

介護認定審査

会による判定

認定結果 

の通知

居宅サービス計

画作成依頼届出

書の提出

サービス 

の利用開始

第 2 号被保険者の認定について 

40 歳以上 65 歳未満の第 2 号被保険者の場合、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病（下記参

照）により、介護（支援）が必要となった場合に限り、要介護認定・要支援認定申請を受け付けます。 
＜加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病（特定疾病）＞ 

01 筋萎縮性側索硬化症 ・02 後縦靱帯骨化症 ・03 骨折を伴う骨粗しょう症 ・04 多系統萎縮症 

05 初老期における認知症 ・06 脊髄小脳変性症 ・07 脊柱管狭窄症 ・08 早老症 

09 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症  ・10 脳血管疾患 

11 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 

12 閉塞性動脈硬化症 ・13 関節リウマチ ・14 慢性閉塞性肺疾患 

15 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 
16 がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したも

のに限る。）
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（１２）要介護認定に関する注意点 
 

○申請日について 

認定の申請日については、原則、市が申請書を受理した日となりますので、ご注意くだ

さい。 

 

○認定の更新（有効期間が満了する場合） 

要介護認定には有効期間が設定され、この有効期間内にサービスを利用することができ

ます。 

認定有効期間の満了後にも、引き続きサービスの利用を希望する場合は、要介護認定の

更新申請を行う必要があります。更新申請をせずに、認定有効期間が満了すると、介護保

険給付を受けられなくなりますので、ご注意ください。 

更新申請の場合も、改めて調査・判定を行い、新たな認定結果を通知します。

なお、更新の申請は有効期間が満了する日の 60 日前から可能です。 

 

○認定の区分変更申請（認定を受けたときと状態が大きく変わった場合） 

要介護認定はあくまで調査時点での状態を示すもので、その後の経過によっては状態が

変わることもあります。そのような場合、認定有効期間の途中でも変更申請が可能です。

変更申請の場合も、改めて調査・意見書により判定を行い、新たな認定結果を通知します。 

 

問い合わせ先 

　　　　介護保険課　認定担当　072-740-1147 

 
○転出（引越で他の市町村に転出する場合） 

介護保険被保険者証は住民票がある市町村で発行するのが原則です。したがって、転出

時には川西市の被保険者証は返却し、転入先の市町村で改めて被保険者証が交付されます。 

川西市で要介護認定を受けた人が転出するときには、介護保険課の窓口で、現在の要介

護状態区分等を記載した「受給資格証明書」を発行します。これは、現在の要介護認定の

内容を転入先の市町村に引き継ぐための書類です（事業対象者資格は引き継ぎません）。

受給資格証明書を転入先の介護保険の窓口に提出すると、転入先では、その要介護状態 

区分をそのまま記載して、新しい被保険者証を発行します。 

なお、この受給資格証明書は、転入から 14 日以内に転入先の介護保険窓口に提出する

必要がありますので、ご注意ください。 

※ただし、被保険者が他の市区町村の介護保険施設などに入所・入居するために、住所を

その施設に移す場合は、「住所地特例」として川西市の被保険者資格が継続します。 
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○転入（他の市町村から転入した場合） 

従前の住所地で発行された「受給資格証明書」を介護保険の窓口に提出すれば、従来の

要介護状態区分を転入申請より 6ヶ月間引き継ぐことができます。 

被保険者証は転入手続き後、約 1 週間で郵送します。 

なお、転入から 14 日以内に介護保険課に受給資格証明書を提出する必要があります

が、もし、従前の住所地で「受給資格証明書」を発行してもらっていない場合は、川西市

から従前の住所地の市町村に発行を依頼しますので、窓口で申し出てください。 

※ただし、川西市内の介護保険施設などに住民票を移す場合は「他市住所地特例」として

転入前市町村の被保険者資格が継続します。 

※前住所地で事業対象者として総合事業を利用していた場合でも、事業対象者資格は引き

継ぎませんので、新たに認定申請をしていただく必要があります。 

 

問い合わせ先 
介護保険課　資格担当　072-740-1148 
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３.ケアプランの作成 
 

（１）ケアプランの作成 

ケアプランの作成に当たっては、単に利用者や介護者の要望を基に計画書を作成するの

ではなく、利用者自らが自立した日常生活を送るべく努力が図れるよう支援を効果的に行

うために、利用者や介護者の心身の状況等に応じて継続的かつ計画的にサービス利用が行

われるようにしてください。また、住み慣れた地域で継続して生活を継続していくために、

日常生活全般を支援する観点から、介護保険以外の医療・保険・福祉サービスや民間サー

ビス、地域住民が主体となって実施する生活支援等を含めて計画上に位置づけるようにし

てください。 

また、ケアプランの作成は以下に示すプロセスを経て行います。特に、計画を新たに作

成する場合や更新認定・変更認定の場合には、やむ得ない理由がある場合を除き、サービ

ス担当者会議を開催し、サービス担当者の意見を聞くことが必要です。 

 

1.課題分析（アセスメント）の実施 

利用者の日常生活上の能力、利用者の生活環境、すでに受けているサービス、介

護者の状況などの環境等の評価を通じて問題点を明らかにし、自立した日常生活

を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を、適切な方法で把握し

てください。 

解決すべき課題の把握（アセスメント）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、

利用者・家族と面談の上、情報を集めることが必要です。 

2.ケアプラン原案作成 

利用者の望む暮らしとアセスメント結果に基づき、家族の希望・地域のサービス

提供体制を勘案して、解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組

合せを検討し、サービスの目標・達成時期・内容・利用料等を記載してくださ

い。 

3.サービス担当者会議時に行う専門職の意見聴取 

原則はサービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共

有するとともに、ケアプラン原案について専門的見地からの意見を求めてくださ

い。やむを得ない理由がある場合は、照会等により意見を求めることができます

(がん末期の場合、利用者の体調変化が著しくサービス担当者会議を開催する時

間的余裕がない場合等) 

4.ケアプランの説明および同意 
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原案での各サービスの介護保険対象・対象外を区分した上で、内容を利用者・家

族に説明し、文書により利用者の同意を得てください。 

5.ケアプランの交付 
 

同意を得たケアプランを利用者・事業所に交付してください（担当者に対して

は、計画の趣旨・内容を説明してください）。事業所に対し、ケアプランを交

付する場合、運営基準上、受領書の使用は必須ではありませんが、各担当者の

交付の記録として活用可能なことから、受領書の利用については、各事業所の

判断で行ってください。なお、ケアプランの交付については、居宅介護支援事

業所及び、各サービス提供事業所において、交付に係る記録を支援経過などに

記載するか、または、交付書兼受領書を使用し、交付の記録として保存するか

いずれかの方法にて行ってください。 

交付したケアプランに対応した個別サービス計画書を担当者(介護サービス事

業所)より受領してください(介護予防支援も同様の取り扱いとします)。利用者

の計画書への捺印の有無は不問ですが、同意を得ることは必須です。各事業所

の判断で対応してください。 

6.実施状況の把握(モニタリングの実施) 

ケアプランに基づいてサービス提供の把握を行います。また、必要に応じてケ

アプランの変更やサービス提供事業所等との連携調整等を行ってください。 

実施状況の把握（モニタリング）にあたっては、利用者・家族や事業者等との

連絡を継続的に行い、利用者側に特段の事情がない限り、少なくとも月 1 回は

(介護予防支援の場合は3ヶ月に1回、間の月は電話での面談で可)利用者の居宅

を訪問して面談するとともに、モニタリングの結果を記録しなければなりませ

ん。 
 

7.ケアプラン変更についての専門的意見の聴取 

更新認定や変更認定等において、ケアプランを変更する場合、原則としてサー

ビス担当者会議を開催し、計画変更の必要性について専門的見地からの意見を

求めてください（やむを得ない理由がある場合は、照会等により意見を求める

ことができます）。 

8.ケアプランの変更 

変更に当たっても、1から 7の一連のプロセスを行ってください(軽微な変更は

除きます)。 

 

 

 
 

ケアプランの系気な変更の内容 
①サービス提供の曜日変更・提供回数の変更、②利用者の住所変更、③事業所の名称変更、④福祉用具

で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合、⑤目標期間の延長、⑥目標もサービスも変

わらない（利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更、⑦目標を達成するためのサービス内容が

変わるだけの場合、⑧担当介護支援専門員の変更
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（２）居宅サービス等の支給限度基準額 
 

介護保険の居宅サービスと地域密着型サービスの各サービスは施設で提供されるものを

除き、要支援・要介護の認定区分ごとに定められた 1 月あたりの区分支給限度基準額の範

囲内で利用することができます。区分支給限度基準額は下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

この限度額を超えた分については、保険給付の対象とならず利用者が全額負担するため

に、事前に十分な説明が必要です。居宅介護（介護予防）支援費は支給限度基準額の対象

には含まれません。また、居宅療養管理指導も支給限度基準額の対象には含まれませんが、

ケアプラン上に位置づけることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜限度額管理の注意点＞ 

利用者の要介護状態区分が月の途中で変更になった場合、居宅サービス等の支給限度基準

額は介護の必要性が高い方の要介護状態区分に応じた支給限度基準額を適用します。ま

た、報酬の算定については提供時点の介護度で算定します。 

例１）　1月 15 日に区分変更申請をして、要介護２→要介護３となった場合。 

 要介護度 利用できる単位数

 事業対象者 5,032 単位
 

要支援
1 5,032 単位

 2 10,531 単位
 

要介護

1 16,765 単位
 2 19,705 単位
 3 27,048 単位
 4 30,938 単位

 5 36,217 単位

 対象 対象外

 

居
宅

訪問介護

居
宅

居宅療養管理指導

 訪問入浴介護 特定施設入居者生活介護

 訪問看護 居宅介護支援

 訪問リハビリテーション 地
域
密
着

認知症対応型共同生活介護

 通所介護 地域密着型特定施設入居者生活介護

 通所リハビリテーション 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 短期入所生活介護

施
設

介護療養型医療施設

 短期入所療養介護 介護老人保健施設

 福祉用具貸与 介護療養型老人保健施設

 
地
域
密
着

夜間対応型訪問介護 介護老人福祉施設

 認知症対応型通所介護 介護医療院

 小規模多機能型居宅介護

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 看護小規模多機能型居宅介護



 

33 

⇒1月の支給限度基準額は「要介護３」の額を適用します。 

例２）　1月 15 日に区分変更申請をして、要介護３→要介護２となった場合。 

⇒1月の支給限度基準額は「要介護３」の額を適用します。 

 

 

 

※特定福祉用具の購入・住宅の改修については、支給限度基準額の対象には含まれません

が、それぞれ限度額が定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
特定福祉用具購入費

10 万円 

1 年度あたり（4 月～翌年 3 月）

  
住宅改修費

20 万円 

支給可能額算定の例外有（3 段階リセット、転居リセット）
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（３）地域区分単価 
 

介護報酬では、介護サービスの種別及び事業所所在地によって、1 単位あたりの単価が

異なります。下記の表に、サービス種別・地域ごとの単価と、兵庫県内の市町がどの地域

区分に該当するかを示しているので確認してください。 

＜サービス種類・地域区分ごとの 1 単位あたりの単価＞ 

 サービス種類 地域区分 単価

 ・居宅療養管理指導 

・福祉用具貸与

 
全国一律 10.00 円

 ・通所介護 

・短期入所療養介護 

・特定施設入居者生活介護 

・認知症対応型共同生活介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・介護福祉施設サービス 

・介護老人保健施設サービス 

・介護療養施設サービス 

・介護医療院サービス

1 級地 10.90 円
 2 級地 10.72 円
 3 級地 10.68 円
 4 級地 10.54 円
 5 級地 10.45 円
 6 級地 10.27 円
 7 級地 10.14 円
 その他 10.00 円
 

・訪問リハビリテーション 

・通所リハビリテーション 

・短期入所生活介護 

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護

1 級地 11.10 円
 2 級地 10.88 円
 3 級地 10.83 円
 4 級地 10.66 円
 5 級地 10.55 円
 6 級地 10.33 円
 7 級地 10.17 円
 その他 10.00 円

 

・訪問看護 

・訪問介護 

・訪問入浴介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・居宅介護支援

1 級地 11.40 円
 2 級地 11.12 円
 3 級地 11.05 円
 4 級地 10.84 円
 5 級地 10.70 円
 6 級地 10.42 円
 7 級地 10.21 円
 その他 10.00 円
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＜兵庫県内の地域区分＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 級地 西宮市、芦屋市、宝塚市

 4 級地 神戸市

 5 級地 尼崎市、伊丹市、川西市、三田市

 6 級地 明石市、猪名川町

 7 級地 姫路市、加古川市、三木市、高砂市、稲美町、播磨町

 その他 その他
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（４）ケアプラン作成における注意点（運営基準減算） 
 

居宅介護支援業務を行うにあたり、運営基準減算の対象にならないよう十分注意してく

ださい。運営基準減算の対象になった場合、所定単位の 100 分の 50 が減算されます。な

お、運営基準減算が２か月以上継続している場合は、所定単位数は算定できません。 

 

【減算の対象になる業務】 

１．指定居宅介護支援の提供開始に際しての説明 

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、下記のいずれかを行なっていない場合は、契約

月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算をしてください。 

①利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができることを

文書で交付して説明すること。 

②利用者はケアプランに位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求め

ることができることを文書で交付して説明すること。 

③前６月間に作成された居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与 

及び、地域密着型通所介護がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の占める割合 、前６ 

月間に居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サ 

ービス事業所又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を 

文書で交付して説明すること。 

④上記の説明を理解したことについて利用申込者から署名を得ること。 

 

２．ケアプランの新規作成及びその変更時のアセスメント等 

下記のいずれかを行っていない場合は、いずれかを行わなかった月から全てを行った月

の前月までを減算してください。 

①利用者の居宅を訪問すること 

②利用者に面接すること 

③サービス担当者会議を開催すること 

④ケアプランの原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利

用者の同意を得た上で、ケアプランを利用者及び担当者に交付すること 

 

３．サービス担当者会議の開催 

下記のいずれかの場合にサービス担当者会議を開催していない場合は、サービス担当者

会議を開催した前月まで減算してください。 

①ケアプランを新規に作成するとき 

②要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 
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４．月１回の訪問、モニタリングの記録 

特段の事情のない限り、下記のいずれかを行わなかった場合、実施した前月まで減算して

ください。 

①１月に１回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

②モニタリングの結果を毎月記録すること。 

 

※介護予防支援については、運営基準減算はないもののこれらの運営基準は遵守してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

「特段の事情」とは 

特段の事情とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接

することができない場合を主として指すもので、ケアマネジャーに起因する事情 

は含まれません。 

また、特段の事情がある場合は、その具体的な内容を記録しておくことが必要

です。
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（５）生活援助中心型訪問介護の提供回数が多いケアプラン 
 

届出対象 

ケアプランに厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合には、当該

ケアプランを作成又は変更した月の翌月末日までに届け出てください。 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年厚生省告示第 19 
号）別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」の 1 訪問介護費の注 3 に規定する

生活援助が中心である指定訪問介護を、下表の回数以上位置づけたケアプランを作成又

は変更（軽微な変更を除く。）した場合に届出が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提出書類 

1. 訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプランの届出書（兼理由書） 

2. ケアプランの写し 

①居宅サービス計画書(1)「第１表」 

②居宅サービス計画書(2)「第２表」 

③週間サービス計画表「第３表」 

④サービス担当者会議の要点「第４表」 

⑤サービス利用票「第６表」 

⑥サービス利用票別表「第７表」 

　※第 6表サービス利用票、第 7表サービス利用票別表は、計画の作成月以

降、最初に所定の回数以上位置づけた月のもの。 

⑦アセスメントシート 

 

（注意事項） 

※被保険者ごとに、届出書を表紙とし、左上をホチキスで留めて提出してくださ

い。 

※居宅サービス計画を作成した月の翌月末日までに提出してください。 

※認定申請中の場合には、認定結果が確定してから提出してください。 

※提出書類は A４サイズに統一してください。 

※居宅サービス計画書（１）「第 1表」は、利用者へ交付し、署名があるものを提

出してください。 

※アセスメントシートは、この届出における居宅サービス計画作成時のものを提出

してください。 

 

 

 

 

 要介護区分 回数

 要介護 1 1 月につき 27 回
 要介護 2 1 月につき 34 回
 要介護 3 1 月につき 43 回
 要介護 4 1 月につき 38 回
 要介護 5 1 月につき 31 回
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留意事項 
　　　　　　　　　　　　　　 

1. 当該制度の趣旨は利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供す

ることを目的とするものであり、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったこ

とをもってサービスの利用制限を行うものではありません。 

2. 届出対象は、位置づけた生活援助中心型サービス（所要時間 20 分以上 45 分未満、 

45 分以上のサービス）の合計が所定の回数以上の居宅サービス計画です。身体介護

に引き続き生活援助を提供するものは、回数に含めません。 

3. 月の日数の多寡等により生活援助中心型サービスが所定の回数を下回る月と所定の回

数以上となる月がある場合、所定の回数以上位置づけたサービス利用票の作成月の翌

月末までに、届出を行ってください。 

 

問い合わせ先 

介護保険課 適正化担当　072-740-1149 
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４.介護予防・日常生活支援総合事業 

 

（１）総合事業 

介護保険法（平成９年法律第 123 号。）第 115 条の 45第１項に規定する介護予防・日常生

活支援総合事業（以下「総合事業」とします)は、介護保険制度において市町村が行う地域

支援事業の一つで、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参

画し、多様なサービスを提供することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支

援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることをめざすものです。   

具体的には、① 住民主体の多様なサービスの充実を図り、要支援者等の選択できるサービ

ス・支援を充実し、在宅生活の安心確保を図るとともに、② 住民主体のサービス利用の拡

充による低廉な単価のサービス・支援の充実・利用普及、高齢者の社会参加の促進や要支援

状態となることを予防する事業の充実による認定に至らない高齢者の増加、効果的な介護予

防ケアマネジメントと自立支援に向けたサービス展開による要支援状態からの自立の促進や

重度化予防の推進等により、結果として費用の効率化が図られることを目指します。  

介護保険法第４条では、「自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ず

る心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合に

おいても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを

利用することにより、その有する能力の維持向上に努める」こととされています。  

（厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」より） 
 

 

（２）川西市の総合事業  

① 趣旨  

要介護状態の予防と自立に向けた支援、多様な生活支援体制のある地域づくりを進め

るために、2017 年 4 月から「総合事業」を実施しています。川西市の総合事業は、高

齢者が地域で自ら介護予防に取り組み、住民主体のボランティアや地域の助け合いな

ど、地域全体で高齢者を支え、住み慣れた地域で自立して生活できる支援していくこと

をめざしています。  

  

② 事業概要  

(ア)介護予防・生活支援サービス事業 

対象者は、要支援認定を受けた方または要支援者に相当する状態の方(以下「事業

対象者」とします)です。市では、現行で行われている訪問型サービスと通所型サー

ビス（いわゆる現行相当サービス）の他に、人員基準・資格等の基準を緩和したサ

ービス(基準該当サービス)を導入しているほか、令和 4年度より、短期集中予防サ

ービスであるフレイル改善短期集中プログラムを開始し、フレイル状態にある人へ

の早期ハイリスクアプローチにより要介護状態への移行防止と QOL(生活の質)の向上

を図る取り組みを行っています。 

(イ)一般介護予防事業  

 　対象者は、川西市の第 1号被保険者の全ての方、及びその支援のための活動に関

わる方となりますが、住民主体の通いの場に 65歳未満の住民も参加し、ともに介護



 

41 

予防に取り組むことが望ましい姿です。事業の内容として、①介護予防把握事業、　

②介護予防普及啓発事業、③地域介護予防活動支援事業、④一般介護予防事業評価

事業、⑤地域リハビリテーション活動支援事業となります。 

 

③ 期待される効果  

(ア)身近な地域において社会参加や介護予防に取り組みやすく、また継続しやすい環境

が整うことで、生きがいを持って生活する高齢者が増加する。  

(イ)現行のサービスの他に、基準を緩和したサービスやＮＰＯ・ボランティアによるサ

ービスが整うことで、多様なサービスを低価格で受けることができ、自己負担額が

減少する。  

(ウ) 訪問介護･通所介護事業者の人員配置基準が一部緩和されることや、NPO・ボランテ

ィアなど新たなサービスの担い手が加わることで、介護人材不足に対する一助にな

る。  

  

④ 対象者  

(ア)介護予防・生活支援サービス事業 

・要支援認定を受けた方  

・「基本チェックリスト」により「事業対象者」と判断された方  

(イ)一般介護予防事業 

・介護保険第 1号被保険者の全ての方  

・上記の支援のための活動に関わる方 

川西市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント（第１号介護

予防支援事業、以下、「介護予防ケアマネジメント」とします。）は、要支援者及び基本チ

ェックリストの記入内容が事業対象の基準に該当した方（以下、「事業対象者」としま

す。）に対して、介護予防及び日常生活支援を目的に、その心身の状況、置かれている環境

その他の状況に応じて、その選択に基づき、第１号訪問事業（訪問型サービス）、第１号通

所型サービス（通所型サービス）、ほか一般介護予防事業も含め、要支援者及び事業対象者

の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

となります。 

 

（３）介護予防ケアマネジメントとは 

① 基本的な考え方  
総合事業における介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護

状態になることをできる限り防ぐ」、「要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上に悪

化しないようにする」ために、高齢者が地域で自立した日常生活を送れるよう支援するもの

で、基本的にはケアマネジメントのプロセスに基づくものとなります。  

地域において高齢者が健康を維持し、改善可能な場合は適切な支援を受けて改善に向か

い、もし、医療や介護、生活支援を必要とする状況になっても住み慣れた地域で暮らし、そ

の生活の質を維持・向上させるためには、高齢者一人ひとりが自分の健康増進や介護予防に
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ついての意識を持ち、自ら必要な情報にアクセスするとともに、介護予防、健康の維持・増

進に向けた取組を行うことが重要となります。  

総合事業においては、高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続すること

により、結果として介護予防につながるという視点からも利用者の生活上の何らかの困りご

とに対して、単にそれを補うサービスをあてはめるのではなく、利用者の自立支援につなが

るよう、心身機能の改善だけでなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような

居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチしてい

くことが重要です。  

このようなことから、総合事業における介護予防ケアマネジメントについては、適切なア

セスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用者本人がそれを理解

した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用し、目標の達成に取り組んでい

けるよう、具体的に介護予防・生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプラン

を作成していくことが必要です。     

 

②　介護予防ケアマネジメントの類型と考え方  

介護予防ケアマネジメントのプロセスについては、利用者の状況や、基本チェックリスト

及びアセスメントシートの結果、本人の希望する生活やサービス等を踏まえて、従来からの

介護予防支援のマネジメントのプロセスに沿った上で、以下のような類型を利用者の状況に

応じて実施します。 

 

(ｱ)原則的ケアマネジメント（ケアマネジメントＡ）  

現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様、アセスメントによって

ケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定する。モニタリングについ

ては少なくとも３ヶ月ごとに行い、利用者の状況等に応じてサービスの変更も行うこ

とが可能な体制をとる。 

 

(ｲ)簡易的ケアマネジメント（ケアマネジメントＢ）  

更新時、サービス変更がない場合は担当者会議を省略、モニタリングは 3 か月に 1
回、その間は必要に応じて実施および評価します。後述する「フレイル改善短期集中

プログラム」を利用している場合に算定可能となります。 

  
(ｳ)初回のみケアマネジメント （ケアマネジメントＣ） 

ケアマネジメントの結果、利用者本人が自身の状況、目標の達成等を確認し、住民

主体のサービス等を利用する場合に実施します。初回のみ、簡略化した介護予防ケア

マネジメントのプロセスを実施し、ケアプラン原案の結果（「目標とする生活」「現

状の状態・本人及び家族の希望」「課題（背景・原因）」「目標に向けた具体的提案

と実施方針」等を記載）を利用者に説明し、理解を得た上で、住民主体の支援等につ

なげます。その後は、モニタリング等は行いません。 
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③　実施主体 

川西市における介護予防ケアマネジメントは、利用者本人が居住する住所地の地域包括支

援センターが実施します。地域包括支援センターに配置されている３職種(保健師・社会福祉

士・主任ケアマネジャー)等のほか、ケアマネジャー等の指定介護予防支援業務を行っている

職員により実施することができ、これらの職員が相互に協働しながら行います。 ただし、居

宅介護支援事業所へ再委託することも可能です。なお、地域包括支援センターは、居宅介護

支援事業所に介護予防ケアマネジメントを再委託する場合も、状況に応じ、初回の介護予防

ケアマネジメント実施時に地域包括支援センターが立ち会うように努めるとともに、ケアプ

ランに対しての関与や連携体制をとりながら、プラン作成後のフォローとして地域ケア会議

等も活用し、介護予防ケアマネジメントのプロセスに関与する必要があります。 

④基本チェックリスト 

老化に伴う心身の衰えにより介護や支援が必要となり、介護保険認定の申請を行った結

果、非該当となった場合、川西市では基本チェックリストを実施します。事業対象者に該当

する基準を満たした場合、生活する上で必要な機能が低下していると判断され、事業対象者

として「介護予防・生活支援サービス」を利用することが可能となります。 
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⑤多機関・多職種連携と地域ケア会議の活用 
 
(ｱ)多機関・多職種連携による支援 

高齢者の自立支援を実現するためには、ケアマネジャー等だけではなく、サービス事

業所や医療機関など、高齢者支援に関わる多機関・多職種との連携・協働が必要となり

ます。利用者に対するチームアプローチ（多職種協働）を実践するために、サービス担

当者会議や地域ケア会議、その他日頃からの情報交換をとおして専門職が連携・協働し

効果的な支援につなげることが重要となります。 

また、利用者が医療系サービスの利用を希望している場合や、その他必要な場合に

は、利用者の同意を得て主治医に意見を求め、ケアプランや支援に反映させル事も必要

です。ケアプラン作成後、当該ケアプランを主治医等に交付するなど、医療機関との密

な連携を図る事も積極的に実施してください。 

 

(ｲ)地域ケア会議の活用（自立支援型地域ケア会議／地域ケア個別会議） 

川西市では、高齢者の自立した生活を支援するため、地域ケア会議を推進していま

す。この地域ケア会議には、支援困難事例等に対して地域包括支援センターが開催する

「地域ケア個別会議」と、リハビリ専門職等が高齢者の自立支援に向けたアドバイスを

行う「自立支援型地域ケア会議」があります。高齢者の課題解決、ＱＯＬの向上に加

え、参加者のスキル向上、地域課題の把握等にもつながる会議であり会議にも積極的に

参加してください。 

 

（４）フレイル改善短期集中プログラム 

①目的 

疾病等でフレイル状態となり、生活機能が低下した高齢者に対し、早期ハイリスクア

プローチとして、短期間集中して、運動機能向上、口腔機能の向上、栄養改善を目的と

したプログラムを実施するとともに、プログラム終了後においても、地域の社会資源等

を活用して、地域の活動などに参加し、要介護状態への移行を防止し、住み慣れた地域

で自分らしく暮らし続けられるよう支援することを目的とします。 

 

②プログラム対象者 

要介護認定新規申請者のうち、要支援１・２又は事業対象者で、プログラム利用を希

望された人。ただし、末期がん、認知症Ⅱa以上、難病、精神疾患の方は利用対象外とな

ります。 

 

③プログラムの概要 

介護予防・日常生活支援総合事業における、介護予防・生活支援サービスのうち、短期集

中予防サービスである訪問型サービスＣと通所型サービスＣを一体的に実施し、サービス終

了後も社会活動への参加を促すことで、フレイルから改善した状態が維持できるよう支援し

ます。 
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　サービス利用期間：プログラム開始～３カ月目(介護予防ケアマネジメント A)　 

(1)自宅訪問によるアセスメント等（訪問型サービスＣ） 

・回数：２回（通所型サービスＣ開始前と終了前） 

・内容：リハビリテーション専門職と地域包括支援センター職員で自宅訪問

し、環境・生活上のアセスメントと課題整理、本人の目標設定と到達

度確認などを行います。「ペコぱんだ」（口腔機能向上のトレーニン

ググッズ）を利用者全員に配布します。 

(2)通所による運動等の実施（通所型サービスＣ） 

 ・回数：週２回、おおむね３カ月間の計２４回実施。　　　　　　　 

・内容：運動機能向上プログラム、フレイル講話（栄養・口腔）、セルフプ

ログラム指導等を行います。 

(3)自立支援型地域ケア会議 

・対象者：通所型サービスＣ終了後も引き続き、介護保険サービス利用等が

必要な人が自立支援型地域ケア会議の対象になります。 

・内容：自立に資する問題点や改善策を協議します。地域包括支援センター

職員は、会議での意見も踏まえ、今後の生活について本人・家族へ

助言し、サービスを検討します。 
※介護予防サービス(福祉用具貸与、購入、住宅改修)のみ併用可能です。た

だし、介護予防福祉用具貸与が 3 ヶ月以降も必要な場合は、プログラムの対

象外となります。 
 

　モニタリング期間：４～９か月目(介護予防ケアマネジメント B)　 

地域包括支援センター職員によるモニタリングと支援 

・内容：「かわナビ」を活用し、利用者の心身の状況や希望に合わせた社会

資源の情報提供を行い、継続的な「体力維持系活動」「文化系活

動」「地域活動」などの社会参加活動により、人とつながる事がで

きるよう定期的に必要な情報提供やアドバイスを行います。モニタ

リング期間中、社会参加活動が継続できた人は表彰の対象となりま

す。 

 

　評価方法　 

　　　　･個人評価：通所型サービスＣ開始前後の体力測定・主観的健康観等の改善

度 

 ・事業評価：通所型サービスＣ終了時点で介護サービスから社会参加活動

へ移行した割合 

 

④費用 

(1)利用者負担 

①通所型サービスＣ:100 円/回　　②訪問型サービスＣ:無料 

(2)事業者報酬 

①通所型サービスＣ報酬：7,250 円/回（送迎あり） 6,875 円/回（送迎なし） 

②訪問型サービスＣ報酬：8,500 円/回 

③介護予防ケアマネジメントＡ・Ｂ報酬：4,686 円/月（初回加算 3,210 円） 
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⑤具体的な運用の流れ 

(1)申請からフレイル訪問型 C・通所型 C利用開始まで 
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(2)事業開始から 3ヶ月まで 
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(3)事業開始 3ヶ月後からプログラム終了まで 
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⑥使用する書式 

(1)フレイル改善短期集中プログラム利用に当たって必要な書類 

フレイル改善短期集中プログラムの利用に当たって、まずは、介護認定の申請を

行っていただく必要があります。介護認定が要支援１、２の認定者、並びに、非該

当で基本チェックリストを行い事業対象者と該当し届け出た場合に利用することが

可能です。介護認定申請に関しては、通常通りの申請となります。 

本事業を利用する場合は、以下の書類を介護保険課へ提出していただきます。 

 

①介護保険被保険者証 

フレイル改善短期集中プログラムの申請受理後、本事業に対応した介護保険被

保険者証が発行されます。事業所記載欄にゴム印でフレイルと押印されます。 

 

＜フレイル改善短期集中プログラム利用時の介護保険証の記載例＞ 

 

 

＜事業利用途中で介護保険認定更新を迎える場合＞ 

　(ｱ)更新申請と同時に、基本チェックリスト（フレイル改善短期集中プログ

ラム用）を実施し介護保険課へ提出します。理由として本事業利用途中で

更新申請を行い非該当の場合、基本チェックリストを用いて事業対象者に

該当となるまでに認定の空白期間が生じるためです。 

　※要介護認定結果であった場合は本事業は中止となります。 

　※基本チェックリスト（フレイル改善短期集中プログラム用）は、事業

対象者用の基本チェックリストの内容と同様。 

　※要支援１・２の認定だった場合は、申請時に提出した基本チェックリ

スト（フレイル改善短期集中プログラム用）は無効となります。 

※フレイル用基本チェクリストとは、事業対象者用の基本チェックリス

トと内容は同じものですが、フレイル改善短期集中プログラムと区別

するため専用の基本チェックリストを設けています。更新時は、必ず

フレイル改善短期集中プログラム用の基本チェックリストに内容を記

載し介護保険課へ提出してください。 
 

　 
 
 



 

51 

(ｲ)更新申請を行い、事業対象者（フレイル改善短期集中プログラム用）となった場

合は、本事業を利用する期間に限定した認定期間が設定されます。本事業が終了

すると共に認定期間は終了となるため、介護保険サービス利用が必要な場合は、

再度通常の基本チェックリストの提出が必要となります。 
 
フレイル改善短期集中プログラム利用中に更新を迎えた時のイメージ図 

 

 
 
 
①基本チェックリスト（フレイル改善短期集中プログラム用） 
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②介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書  

 

 

 

③川西市フレイル改善短期集中プログラム利用申込書(様式第 1号) 
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(2)事業開始以後使用する書式 

①事業所用パス 

　フレイル改善短期集中プログラムは、この事業所用パスを活用して運用しま

す。介護予防居宅サービス計画書の一部としているため、必ず作成し介護予防サ

ービス計画書と合わせて各事業所に提出してください。 
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②利用者用パス 

利用者パスは利用者に提供するものです。介護予防サービス計画書と一緒に

利用者に提供し内容を説明してください。利用者パスは各サービス事業所へ提

出していただく必要はありません。 

「あなたの思う目標の達成状況」、裏面のフレイル通所型 C、社会資源参加状

況の記載については任意ですが、「あなたの思う目標達成状況」については、

利用者のお気持ちが機能向上に向けてどのように変化していったか振り返って

いただく資料となりますので、できるだけ記載していただくよう説明してくだ

さい。 
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③介護予防サービス計画書 

フレイル改善短期集中プログラムについては、事業所用パス、利用者用パス

が計画と考え運用しますので、介護予防サービス計画書にフレイル訪問型 C、通

所型 Cの計画はパス参照と例示の通り記載していただき具体的な計画内容の記

載は不要です。ただし、介護予防サービス（介護予防福祉用具貸与、介護予防

福祉用具購入、住宅改修）を利用する場合や、3ヶ月内で介護予防サービスを利

用する可能性が高い場合、アセスメントや具体的な支援内容は、網羅的に記載

するのではなく、利用するサービスに対応する内容のみ記載してください。 
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④フレイル訪問型 C　リハビリテーション専門職派遣依頼書兼承諾書 

フレイル通所型 C利用開始までにフレイル訪問型 Cにより、リハビリテーシ

ョン専門職が利用者宅に訪問し、自宅環境での評価を実施します。訪問の日時

調整を実施するにあたり、「リハビリテーション専門職派遣依頼書兼承諾書」

を用いて調整を行います。 
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③川西市フレイル訪問型 C実施報告書（初回訪問、3ヶ月目訪問時作成) 

フレイル通所型 C利用開始前と、通所型 C終了前に、リハビリテーション専

門職が自宅へ訪問し実施報告書を作成します。実施報告書は担当地域包括支援

センターへ送付されます。 

 

 

⑤フレイル通所型 C評価票 

　フレイル通所型 C開始後、月に 1度、事業者が利用者の評価を実施し評価結

果を記載します。フレイル通所型 Cより、担当地域包括支援センターへ評価結

果が送付されます。 

 



 

60 

⑥興味・関心チェックシート 

　事業開始時に興味・関心チェックシートを実施し、フレイル訪問型 C利用時

にリハビリテーション専門職に送付します。訪問時に機能評価を行う際の資料

の一つとなります。 

 

⑦兵庫県版フレイルチェック票 

初回利用時と 3ヶ月目に実施し、利用者の機能向上に対する意識の変化を確

認します。フレイルチェック票は地域包括支援センター担当者が介護保険課へ

提出します。 
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５.介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の委託 
 

（１）介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の委託 
 

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務は地域包括支援センターが行いますが、

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の一部を居宅介護支援事業所に委託するこ

とができるものとされています。地域包括支援センターが居宅介護支援事業所へ介護予防

支援・介護予防ケアマネジメント業務の委託をする場合、地域包括支援センターや居宅介

護支援事業所は次のような事項に注意の上、書類の準備等を行ってください。 

 

（注意事項） 

① アセスメント業務やケアプランの作成が一体的に行えるように配慮すること 

② 地域包括支援センターは居宅介護支援事業所が作成したケアプラン原案の内容が適切

か確認を行うこと 

③ 介護予防給付及び介護予防ケアマネジメント費の報酬請求については地域包括支援セ

ンターが行うこと 
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（２）契約必要書類（地域包括支援センターと居宅介護支援事業所との委託契約） 
  

 １．委託契約関係

 ① 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務に関する委託契約書 

※ 2 部：居宅介護支援事業者と地域包括支援センターが 1 部ずつ保管。
 ② 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務委託仕様書

 ２．請求書関係

 ① 委託料請求書および明細書

 県外の他市住所地特例者（保険者が県外の市町村等の方）および県外の

 事業者のみ毎月提出してください。地域包括支援センターによって様式

 や提出書類が異なる場合がありますのでご確認ください。
 ② 予防プラン実績報告書

 ③ 代理受領委任状 

※ 県内の事業者のみ。初回契約のみ。受託事業者は複写した上で、原本を

地域包括支援センターへ提出してください。地域包括支援センターは原

本を「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変

更）届出書」とともに市へ提出する。
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（３）業務委託の流れ 

 
 地域包括支援センター 居宅介護支援事業所
  

 
 
委託する業務の範囲などを協議の上委託契約 
 
 

①「介護保険被保険者証」の確認と預かり 

②重要事項説明・契約（指定介護予防支援・介護予防ケア

マネジメント業務の委託に関する事項を契約書に添付） 
③「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジ

メント依頼(変更届出書)及び、「要支援認定の資料提供

に係る申出書兼誓約書(本人同意書)(事業所用)」に記名

をもらう 
 
 
 
①「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメ

ント依頼（変更）届出書」と「介護保険被 保険者証」、

「代理受領委任状」（初回契約のみ)を市へ提出 
②「要支援認定の資料提供に係る申出書兼誓約書(本

人同意書)(事業所用)」を市へ提出し、アセスメントに

必要な「認定調査票」、「主治医意見書」等の情報を入手 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原案の内容を確認し、妥当性を判断する 
 
 
 
 
 
 
必要があれば同席 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
提出された「介護予防サービス計画・介護予防ケアプ

ラン」を確認する。 
（注）「介護予防サービス計画・介護予防ケアプラン」の

同意欄について 
原則として、利用者の自署を得ること。 
自署が困難な時は、代筆者が署名する事も可だが、そ

の場合は、余白部に代筆者の氏名と続柄を得ることがの

ぞましい。本人の意思の確認が困難な場合は、同意欄は

空欄にして、支援経過にその旨を記載する。 

 
 
 
委託を受ける業務の範囲などを協議の上受諾契約 
 
 
 
同席が望ましい 
 
 
 
 
※③の業務を委託された場合は受託事業者にて行う 
 
 
 
 
地域包括支援センターから情報を受け取り、アセスメン

トの参考にする 
 
※ ①、②の業務を委託された場合は受諾事業者にて行

う 
 
 
 
 
 
利用者宅を訪問し、利用者基本情報を完成 
課題分析を行い利用者とともに必要な支援を検討する 
 
 
 
アセスメントの結果を基に「介護予防サービス計画・介

護予防ケアプラン」原案を作成(計画期間は「介護保険

被保険者証」の有効期間で可) 
 
 
 
 
①「介護予防サービス計画・介護予防ケアプラン」原案

の目標を利用者及び担当者間で共有 
② 必要に応じて計画を修正 
③ 役割分担の確認 
④ 「介護予防サービス計画・介護予防ケアプラン」原

案の最終決定 
 
 
 
 
①「介護予防サービス計画・介護予防ケアプラン」原案

を元に計画を決定し、地域包括支援センターへ提出 
② 地域包括支援センターによる原案の確認後、利用者

及び家族へ説明し同意を得て交付する 
ⅰ．原案について、利用者及び家族に説明 
ⅱ．原案について同意（原案から本計画へ）（注） 
ⅲ．同意を得た本計画を交付 
③  1 部は本人へ、もう 1 部は契約した地域包括支援

センターへ介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業

務に関する帳票類（P64 参照）とともに原則として１ヵ

月以内に提出（居宅介護支援事業者は写しを保管） 
④サービス提供事業者へ計画書の写しを交付 

委託契約(委託契約済の場合は、「利用申込み受付・契約」へ)

利用申込み受付・契約

届け出

アセスメント

介護予防サービス計画・介護予防ケアプラン原案の作成

サービス担当者会議の開催

介護予防サービス計画・介護予防ケアプランの決定
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必要に応じて同行訪問 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「給付管理票」、「給付管理総括表」、「介護給付費

明細書」を国保連合会へ提出 
 
 
 
 
 
 
 
①居宅介護支援事業者が行った評価について確認。 
② 評価表に意見を記入し、記名等して居宅へコピー

を返却する。今後の方針について助言・指導を行う 
 
（注）評価表の提出について 
要支援から要介護へ変更等で委託終了した際は、適切

な報告・引継ぎや支援経過記録等に記載・保管し、地域

包括支援センターへ評価表を提出する。 
 
 
 
 
 
必要な助言・指導を行う 
 
 

 
 
 
 
 
サービス提供事業者からの結果報告を確認し、介護予防

支援経過記録へ添付の上、把握した状況等について地域

包括支援センターへ報告する。 
 
 
 
モニタリングは毎月実施し支援経過記録に記載。 利用

者宅での面接ができない場合は、サービス提供事業所に

訪問し利用者と面接もしくは利用者に電話連絡を行う。

尚、利用者宅での利用者との面接は 少なくとも 3 ヵ月

に 1 度は実施する。 
 
①  サービス利用状況・利用者の状況を把握し、1 ヵ月

に 1 度は支援経過記録に記載 
② 計画の見直しの必要性を検討　⇒ 見直しの必要があ

れば、計画作成時と同じ手順 
 
 
 
 
① 利用者にサービス利用実績を確認し、サービス提供

事業者から送付された実績と照らし合わせる 
②  サービス利用票・サービス利用票別表、地域包括支

援センターに送付（月末締め、翌月初めに送付) 
 
 
 
 
① サービス提供事業者が行った評価を把握する 
② 計画に基づく評価は、状態に変化がない場合は、少

なくとも支援計画期間の中間時に、アセスメントシート

を活用しながら目標達成状況の評価を行う。また、計画

期間終了時、更新時、区分変更時も必ず評価を実施す

る。なお、作成した評価表は、支援経過記録とともに地

域包括支援センターへ提出する。 
③ 今後の方針を決定する 
⇒見直しの必要があれば、計画作成時と同じ手順。 
 
 
 
 
 
利用者・サービス提供事業者との連絡を調整し、計画変

更など必要に応じて地域包括支援センターに報告する

 

  

サービス提供事業者からの報告

(随時)利用者・サービス提供事業者との連絡調整

モニタリング

給付管理業務

評価
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（４）帳票類の提出 
 

受託事業者は、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務に関する帳票類を契約し

た地域包括支援センターへ提出しなければなりません。 

提出する書類は、下記のうち、業務の委託の範囲に応じて地域包括支援センターが指定

します。 

※１同じ事業所内で担当ケアマネジャーが変更し、かつ、ケアプラン変更がない場合は、ケア

プランは前任者の氏名を二重線で手書きで訂正し提出するか、または氏名を入力の上印刷

して提出するかのいずれかの方法をとってください。 

※２事業所側都合の場合は不要です。 

 

※ その他、地域包括支援センターからの求めがあった際は、帳票類を提出してください。 

※　居宅サービス計画書受領証については必須ではありません。利用者、サービス提供事業所

への説明と配布した日を経過記録へ記録してください。また、事業所より個別サービス計画書

を受領した場合は、その受領日を経過記録へ記録してください。 

※帳票に関する注意点 

①利用者の基本情報が変わったとき 

　　世帯状況や緊急連絡先など、変更のあった内容を書き換え提出してください。 

②ケアプランの有効期間と評価票について 

認定有効期間をケアプランの有効期間とし、評価は認定有効期間のおおむね半分の期間

とします。ただし、評価に関しては 1年を超えない期間に実施とします。また、事業対象

者のケアプラン有効期間は一律 2年間とします。ただし、ケアプランの有効期間を延長す

ることは可能ですが、機械的にケアプランの有効期間、評価期間を設定するのではなく、

あくまでも利用者の状態により判断してください。また、状態が変化した場合やケアプラ

ンの修正が必要になった場合は、適宜評価を行いケアプランの修正を図ってください。 

 

 ケアプ

ラン

基本チ

ェック

リスト

利用者

基本情

報

評価票 被保険

者証の

コピー
 新規再委託時 ○ ○ ○ ○
 事業所内で担当ケアマネジャーが変更となった場合
 プラン変更が伴う場合 ○ ○ ○
 プラン変更が伴わない場合 ○※１

 居宅介護支援事業所が変更となった場

合
○ ○※２

 サービス内容を変更した場合 ○ ○
 サービス利用回数を変更した場合

 ケアプランの目標期間が終了した場合 ○ ○ ○

 認定更新時 ○ ○ ○ ○

 ケアプラン終了時 ○
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③毎月の実績提出について 

(ｱ)利用実績表のサービス種別毎の単位数を計算し記入するか、または別表を添付してく

ださい。 

(ｲ)サービス利用票・別表のコピーを提出してください。 

 

 

④ケアプラン等への地域包括支援センターの意見記入について 

居宅介護支援事業者が作成したケアプラン原案の内容について地域包括支援センターが

行う確認の方法は、ケアプラン原案に意見記入し、記名等することによりますが、以下の

点をすべて満たしている場合は意見記入を省略し、記名等のみとしても差し支えないもの

とします。 

・運営基準を満たしていること 

・不適切なサービスの位置づけがされていないこと 

例）健康な同居家族のいる利用者への生活援助、院内のみの通院介助 等 

・訪問型サービスが適切に位置づけられていること 

 
　なお、居宅介護支援事業者が評価を行った際に行う確認においては、介護予防支援・サ
ービス評価票への意見記入は省略できません。 
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　※なお、居宅介護支援事業所が評価を行った際に行う確認については、介護予防支

援・サービス評価票への意見記入はこれまで通り実施します。 

 

⑤ケアプラン記載内容一部省略について 
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介護予防サービス計画書の一部（上記例示した介護予防サービス計画書の内、網掛け

の部分）について、他の項目と重なる内容も多く記載省略可能とします。ただし、他の
項目でできるだけ記載内容を反映できるように留意してください。 

 
⑥介護予防支援における利用票・提供票発行一部省略について 

介護予防居宅介護支援における利用票、提供票の取り扱い方法の見直しとして、定額

サービス(介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防通

所リハビリ）利用のみの毎月発行を省略可能とします。ただし、以下の場合は必ず発

行していただきます。 

・初回利用時 

・新規サービス利用時(追加) 

・更新認定に伴うケアプラン作成時 

・サービス内容変更時のケアプラン作成時 

・新規サービス利用時、契約解除など日割り計算等が発生する場合 

・区分変更申請により要介護度が変わった場合 

・定額サービス(介護予防訪問介護、介護予防通所介護)、介護予防福祉用具貸与以外のサー

ビス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリ、介護予防短期入所生活介護等)を利用する

場合 

・利用者、家族、後見人より発行が求められた場合 

ただし、居宅介護支援事業所へ再委託されている場合は、再委託された居宅介護支援

事業所が、サービス提供事業所から報告を受けた利用実績を集計し、従来通り利用票、

利用票別表に集計した利用実績を記載の上、担当地域包括支援センターへ報告してくだ

さい。 
 

再委託の場合(従来） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者・家族
居宅介護支援 

事業所

介護事業所
地域包括支援 

センター

利用票の発行(3 ヶ月に１度)

提
供
票
の
発
行(

毎
月)

提
供
票
の
返
送(

実
績
報
告
毎
月)

利
用
票
の
送
付(

実
績
報
告
毎
月)

利用票への署名(３ヶ月に１度)



 

69 

地域包括支援センター直接担当の場合(従来) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再委託の場合（R5.10～) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者・家族

介護事業所

地域包括支援 

センター

利用票の毎月発行(3 ヶ月に 1 度)

提
供
票
の
発
行(

毎
月)

提
供
票
の
返
送(

実
績
報
告
毎
月)

利用票への署名(3 ヶ月に 1 度)

利用者・家族
居宅介護支援 

事業所

介護事業所
地域包括支援 

センター

利用票の発行(※一部省略)

提
供
票
の
返
送(

実
績
報
告
毎
月)

利
用
票
の
送
付(

実
績
報
告
毎
月)

利用票への署名(※一部省略)

※利用票発行一部省略するケース 
＜定額サービスのみ利用時＞ 
(介護予防訪問介護、介護予防

通所介護、介護予防通所リハビ

リ、介護予防福祉用具貸与) 

月額定額サービス(介護予

防訪問介護・介護予防通所

介護・介護予防通所リハ、

介護予防福祉用具貸与)の

居宅介護支援事業所からの

提供表発行は省略。

従
来
通
り
実
施
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地域包括支援センター直接担当の場合(R5.10～) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※利用票発行一部省略するケース 
＜定額サービスのみ利用時＞ 
(介護予防訪問介護、介護予防通

所介護、介護予防通所リハビリ、

介護予防福祉用具貸与) 

定額サービス(介護予防訪問介

護・介護予防通所介護・介護

予防通所リハ、介護予防福祉

用具貸与)の居宅介護支援事業

所からの提供表発行は省略。

利用者・家族

介護事業所

地域包括支援 

センター

利用票の発行(※一部省略)

提
供
票
の
返
送(

実
績
報
告
毎
月)

利用票への署名(※一部省略)
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（５）その他留意事項 
 

１．利用者の状況に変化があるとき等は、必要に応じて医療機関や主治医と連携を図って

ください。また入退院したときは、「川西市・猪名川町入退院支援の手引き」に基づ

き医療機関と連携を図ってください。 

２．介護予防サービス計画・介護予防ケアプランに変更の必要がある場合に加え、利用者

が区分変更、サービス中止、入退院、転居、死亡等の状況となった場合においても、

地域包括支援センターに報告してください。 

３．その他、委託業務の処理にあたっては、本書以外に、「川西市・猪名川町入退院の手

引き」、委託者である地域包括支援センターの指示に基づき実施してください。 

参考：川西市・猪名川町入退院の手引き掲載先 

https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/fukushi_kaigo/1017467/kaigohoken/1009100.html 

 

参考：書式類の掲載場所 

　申請に必要な書式については、福祉と医療の総合情報サイト＜かわにしサポートナビ＞関係者用サ

イトに「市介護保険様式(各種申請書など)」バナーがありますので、クリックしていただくと各種様

式をダウンロードすることが可能です。または、市のホームページ介護保険の様式集にアクセスして

頂く事で、各書式をダウンロードすることが可能です。 

 

 

＜市役所ホームページ＞ 
介護保険の様式集　掲載ページリンク 
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/fukushi_kaigo/1017467/kaigohoken/yoshiki.html 
 
フレイル改善短期集中プログラムに関する資料の掲載場所 
フレイル改善短期集中プログラムについての資料や様式は、市のホームページ「フレイル改善短期集中プログラム」に一部掲載さ

れています。詳しいお問い合わせにつきましては、担当地区の各地域包括支援センター、ならびに、介護保険課までお問い合わせ

ください。 
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/fukushi_kaigo/1017467/kaigohoken/1015697.html

このバナーを 

クリックしてください

https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/fukushi_kaigo/1017467/kaigohoken/1009100.html
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（６）川西市内の地域包括支援センター担当区域 

 

 

ブランチ(出張所)：川西市立総合医療センター１階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平日９：００～１６：００

ブランチ(出張所)：ローソン川西見野 3 丁目店内(通称　ケアローソン）　　　　　　　　　　平日９：３０～１７：００　　　　　　　　　　　　　　　　　

基幹型地域包括支援センター(担当区域なし)
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６.介護給付費の請求 

（１）介護給付費の請求の流れ 

毎月、ケアプラン（修正があった場合は修正後）の内容に基づいて給付管理票を作成 

し、介護給付費の請求とともに、サービス提供月の翌月 10 日までに国保連合会へ提出し

ます。国保連は、居宅介護支援事業者から提出を受けた給付管理票と、サービス提供事業

者の請求内容を突合・審査します。審査の結果に基づき、保険者である市町村が国保連合

会を通じて給付費を支払います。 

 

（２）給付管理票の作成 

給付管理票は、サービス提供月の月末段階のサービス提供票に基づいて、支給限度基準

額内として利用者に提供したサービス実績をまとめたものです。 

給付管理票について 

給付管理の提出を受けた国保連は、各サービス提供事業者からの請求内容が、居宅介護

支援事業所から提出された給付管理票と合致しているかどうか、その請求額が支給限度基準額

の範囲内であるかどうかを確認します。 

サービス提供事業所からの請求額が給付管理票の内容と一致していない場合、給付費は

給付管理票の内容を上限として支払われます。 

 

給付管理票の作成における注意点 

①保険者は毎月月末時点の受給者情報を国保連合会に提出します。 

(1)3 月 15 日付区分変更申請中の認定結果が 4 月 10 日に出た（認定年月日 4 月 10 
日）場合・・・3 月サービス提供分は 5 月以降に請求することになります。 

(2)3 月 31 日付サービス提供開始という居宅サービス計画作成依頼届出書を 4 月 1 日に

市に届け出た場合・・・3 月サービス提供分は 5 月以降に請求することになります。 

②月の途中で、利用者の状況に変化があった場合、給付管理票の作成は次のようになりま

す。 

(1)月の途中で居宅介護支援事業者が変更になった 

月の途中で居宅介護支援事業者の変更があった場合は、変更後の居宅介護支援事業

者が給付管理票を作成します（変更前の居宅介護支援事業者との連絡調整が必要とな

ることがあります。） 

なお、居宅介護支援費は、変更後の居宅介護支援事業者のみが請求できます。 

※変更には居宅（介護予防）サービス計画作成依頼届出書の提出が必要です。 
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(2)月の途中で利用者が他の市区町村へ引越しをした 

月の途中で利用者が他の市区町村へ引越し保険者が移管した場合は、転出前後のそ

れぞれの支給限度額はそれぞれの市町村で管理することから、転入日の前日までの給

付管理票と転入日以降の給付管理票は別々に作成します。 

なお、居宅介護支援費は、給付管理票を同一の事業者が作成していても、それぞれ

の市町村に請求できます。 

※月の途中で利用者が引越し、事業者が変更になった場合は(2)に該当します。 

 

（３）返戻 

国保連合会に提出した給付管理票・介護給付費請求書等の記載内容に不備がある場合に

は、返戻（差し戻し）扱いとなります。返戻となった場合は、不備を修正して再請求する

必要があります。 

返戻 

請求明細書等に、入力漏れ、入力誤り、単位や金額の計算誤り、被保険者の資格に関す

る情報（受給者台帳）との不一致、事業所の届出情報等に関する情報（事業所台帳）との

不一致、請求明細書や給付管理票の重複請求がある場合に、「返戻」（エラー）となり、

介護給付費等の支払ができません。 

下記の表に請求誤りの多いエラーコード、問合せの多いエラーの対処方法等をまとめま

したので参考にしてください。なお、国保連のホームページに「介護給付費請求の手引き」

が掲載されていますので、ご活用ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下記の表を確認し、保険者に確認する必要がある場合や、ご不明な点がある場

合、対応方法が分からない場合等は介護保険課 給付担当（072-740-1148）にお

問合せください。 

なお、お問合せの際は、国保連合会から送付のあった「請求明細書・給付管理

票返戻（保留）一覧表」を用意し、以下の内容を確認の上お問合せください。 

①被保険者番号、②サービス提供月、③請求月、④返戻内容、⑤返戻コード 

⑥返戻のあった事業所番号
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請求明細書等のエラーコードと対処方法 
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（４）過誤 
 

事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあっ

た場合は、保険者（市）へ過誤申立をしてください。過誤申立には大きく分けて通常過誤

と同月過誤があります。 

 

○通常過誤 （川西市への提出締切 毎月 15 日（休日前倒し）） 

 

1 日 15 日　　　　　　　　月末　　2 日前後　　　　10 日　　　月末　　 
 
 
   

市役所への過誤

提出締切 

 
国保連合会に

て過誤処理 

 
国保連合会から過誤

決定通知書の送付 

 
国保連合会へ再請求 

 
 
 

○同月過誤 （市への提出締切 毎月月末（休日前倒し）） 

給付実績の取り下げ（過誤）と再請求を同じ月に行う方式です。誤った請求と正しい請

求の差額分だけを返還または追加支給するため、過誤金額が大きい場合や過誤申立件数が

多い場合に、支払額への影響を軽減させます。 

 
 

1 日 月末 10 日  

市役所への過誤

提出締切 

国保連合会へ再請求 

国保連合会に

て過誤処理

過誤申立翌月過誤申立当月

過誤申立当月 過誤申立翌月 過誤請求翌々月
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過誤申立に関するＱ＆Ａ 

国保連合会の審査終了後に過誤申立手続きを行っていただく必要があります。過誤

申立手続きは、国保連合会の審査終了後の実績に対して、実績の取り下げを行うもの

です。国保連合会の審査の結果、返戻となれば過誤申立手続きは不要となります。 

4 月利用分を 5 月審査で請求した場合、5 月末に審査決定します。6月以降に過誤申

請申立書を川西市に提出していただく必要があります。 

 

過誤処理をした月の審査決定額から過誤調整額を差し引いた金額が支払決定の金額とな

ります。国保連合会から送付される『介護給付費等支払決定額内訳書』で確認してくだ

さい。過誤金額が審査決定金額を上回った場合、事業所への支払額がマイナスになりま

す。この場合、国保連からの請求に基づき指定する期日までに納付書での支払いとなり

ます。 

 

違います。生活支援課に手続きを確認してください。 

 

できません。各保険者に確認してください。また、提出先、提出期限等も各保険者に確

認してください。 

 

サービス提供時の事業所番号・事業所名称を記入してください。 

 

「過誤申立事由コード一覧表」を確認してください。上２桁はサービスに対応する番号

です。例えば、訪問看護なら「10」、介護予防訪問看護なら「11」です。 

下２桁は申立理由に対応する番号です。川西市から指定がない場合は、通常過誤なら 

「02」、同月過誤なら「12」を記入してください。 

適正化事業などで過誤をする場合は、その都度川西市から番号を指定します。 

（１）今月 10 日に請求した内容に誤りがありました。過誤申立手続きはすぐにでき 

ますか。

（２）過誤をした場合、事業所への支払額はどうなりますか。

（３）川西市在住の利用者ですが、被保険者番号が H から始まる方（65 歳未満、生 

活保護受給者）です。手続きは違いますか。

（４）保険者が川西市以外の利用者がいます。川西市の過誤申立書で手続きできますか。

（５）事業所番号・事業所名称がサービス提供時と現在で異なります。どちらを記入 

すればいいですか。

（６）申立事由コードがわかりません。何を記入すればいいですか。
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介護保険課へ、持参または郵送してください。ファックスでの受付はできません。 

 
 

「申立事由コード」欄は、以下のとおり記入してください。 

  
様式番号 申立事由番号 

 

過誤申立事由コード一覧表 

様式番号（上２桁） 

（７）提出方法を教えてください。

 ×1 ×2 ×3 ×4

 様式 

番号

 
様式名称

  

 
10

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所介護、通所

リハ、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介

護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能 

型居宅介護、地域密着型通所介護

 
 

様式第二

  
10

介護予防・日常生活支援総合事業費（訪問型サービス・通所型サービス・その 

他の生活支援サービス）

 
様式第二の三

  

 
11

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問

リハ、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハ、介

護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能 

型居宅介護

 
 

様式第二の二

 20 介護予防・日常生活支援総合事業費（介護予防ケアマネジメント費） 様式第七の三

 21 短期入所生活介護 様式第三

 22 介護老人保健施設における短期入所療養介護 様式第四

 23 病院又は診療所における短期入所療養介護 様式第五

 2A 介護医療院における短期入所療養介護 様式第四の三

 24 介護予防短期入所生活介護 様式第三の二

 25 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 様式第四の二

 26 病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護 様式第五の二

 2B 介護医療院における介護予防短期入所療養介護 様式第四の四

  
30

認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護（平成 18 年 3 月サービ 

ス以前）

 
様式第六

 31 介護予防認知症対応型共同生活介護 様式第六の二

 32 特定施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者介護 様式第六の三

 33 介護予防特定施設入居者生活介護 様式第六の四

 34 認知症対応型共同生活介護（短期利用型） 様式第六の五
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 35 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用型） 様式第六の六

 

申立事由番号（下２桁） 

 36 特定施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者介護（短期利用型） 様式第六の七

 40 居宅介護支援 様式第七

 41 介護予防支援 様式第七の二

 50 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設 様式第八

 60 介護老人保健施設 様式第九

 61 介護医療院 様式第九の二

 70 介護療養型医療施設 様式第十

 申立事由番号 申立理由

 01 台帳誤り修正による保険者申立の過誤調整

 02 請求誤りによる実績取り下げ

 09 時効による保険者申立の取り下げ

 11 台帳誤り修正による事業所申立の過誤調整

 12 請求誤りによる実績取り下げ（同月）

 32 給付管理票取消による実績の取り下げ

 42 適正化（その他）による保険者申立の過誤取り下げ

 43 適正化（ケアプラン点検）による保険者申立の過誤取り下げ

 44 適正化（介護給付費通知）による保険者申立の過誤取り下げ

 45 適正化（医療突合）による保険者申立の過誤取り下げ

 46 適正化（縦覧点検）による保険者申立の過誤取り下げ

 47 適正化（給付実績を活用した情報提供）による保険者申立の過誤取り下げ

 49 適正化（その他）による保険者申立の過誤取り下げ（同月）

 4A 適正化（ケアプラン点検）による保険者申立の過誤取り下げ（同月）

 4B 適正化（介護給付費通知）による保険者申立の過誤取り下げ（同月）

 4C 適正化（医療突合）による保険者申立の過誤取り下げ（同月）

 4D 適正化（縦覧点検）による保険者申立の過誤取り下げ（同月）

 4E 適正化（給付実績を活用した情報提供）による保険者申立の過誤取り下げ（同月）

 62 不正請求による実績取り下げ

 69 不正請求による実績取り下げ（同月）

 90 その他の事由による台帳過誤

 99 その他の事由による実績の取り下げ
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Ａ県国保連合会

施設所在市町村 

（Ｂ市） 
 
③届出+被保険者証

⑤受給者異動 

情報送付

②介護予防サービス 

計画作成の届出

住所地特例対象施設 

（Ｂ市所在）

＋ 

被保険者証

④被保険者証
サービス利用

①契約 ②介護予防支援

Ｂ市所在地域包 

括支援センター

Ｂ市指定事業所

Ａ市の被保険者 

（要支援者）
保険者 

市町村（Ａ市）

（５）住所地特例適用居宅要支援被保険者にかかる手続き 

平成 27 年 4 月より、住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援の実施主

体が、保険者市町村の地域包括支援センターから、施設所在市町村の地域包括支援センタ

ーに変更となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 被保険者は施設所在市町村（Ｂ市）の地域包括支援センターと契約を行います。 

② 被保険者は介護予防サービス計画作成依頼届出書に被保険者証を添付して、施設所在

市町村（Ｂ市）に対して提出します。施設所在市町村（Ｂ市）の地域包括支援センタ

ーは介護予防支援を行います。 

③ 施設所在市町村（Ｂ市）から保険者市町村（Ａ市）に対して、介護予防サービス計画

作成依頼届出書及び被保険者証を送付します。 

④ 保険者市町村（Ａ市）は介護予防サービス計画作成依頼届出書をもとに、被保険者証

に居宅介護支援事業者、届出年月日等を記載し、被保険者へ郵送します。 

⑤ 保険者市町村（Ａ市）は、該当の住所地特例者について、受給者異動連絡票情報を所

在する国保連合会へ送付します。 

 

問い合わせ先 
介護保険課　適正化担当　072-740-1149 
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７.介護保険サービス Q&A 
 

介護保険サービスの提供や請求に関しての問合せを掲載していますので、業務の際の参

考にしてください。 

なお、介護報酬の算定、人員・設備・運営の基準等についてさらに詳しい Q&A は、厚

生労働省のホームページに掲載されていますのでそちらも参考にしてください。 

 

（１）同居家族がいる場合の生活援助の考え方 
 

１．「生活援助中心型の所定単位数が算定される場合」とはどのような場合か？ 

単身の世帯に属する利用者、又は家族等と同居している利用者であって、家族等の障 

害、疾病等の理由により、利用者又は家族等が家事を行うことが困難であるものに対し 

て、生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定することができ

ます。また、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が

困難な場合についても「生活援助中心型」の 単位を算定することができます。 

なお、ケアプランに生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、ケアプランに生

活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活

全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその

方針を明確に記載する必要があります。 

 

２．「同様のやむを得ない事情」とはどのような場合か？ 

「同様のやむを得ない事情」に一律の基準はなく、個別的に判断する必要があります。 

（例） 

・家族が高齢による筋力低下があり、困難な家事がある場合 

・家族間に利用者の今後の生活に影響を及ぼすような深刻な問題があるため、家事援助が

期待できない場合 

・家族に家事を行わせてしまうことにより、介護疲れによる共倒れ等の深刻な問題が生じ

ることが明らかだと判断した場合 

・その他、安全・健康・衛生上の必要性が高い場合など 

※「家族に対して遠慮があり頼みにくい」や「家族に負担をかけたくない」という理由だ

けでは生活援助は算定できません。 

「同様のやむを得ない事情」の場合も、家族がどのような家事ができるのか、できない

のかを明確にしてください。また、「同様のやむを得ない事情」で生活援助を位置づける

場合、その状態が改善の方向に向かうように働きかけをしてください。 
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３．日中独居の場合はどのように考えればよいか？ 

家族が就労等のため、日中独居になる場合も、状況によっては「同様のやむを得ない事

情」に該当することがあります。 

このような日中独居の場合は、家族が日中不在であることにより、どのような家事がで

きないのか、できるのかを明確にし、そのできない家事を家族が不在のときに行う必要性

があるのか、また、他の代替手段はないのかを検討した上で、やむを得ず生活援助サービ

スを提供する必要があると判断された場合は、算定することは可能です。 

 

４．共有部分の掃除は可能か？ 

共有部分（居間・食堂・台所・トイレなど）の掃除は原則としてできません。しかし、

以下のような場合は利用者の状態と生活実態によって、個別に判断し算定することが可能

です。 

例）・共有部分を利用するのが要介護認定を受けている高齢の夫婦である場合 

・家族は朝早くから夜遅くまで就労しているためトイレをほとんど使っておらず本

人のため衛生面・転倒防止の観点から日中にトイレ掃除をする必要がある場合 

など 

 

【参考資料】 

介護保険最新情報 Vol.125 平成 21 年 12 月 25 日 厚生労働省老健局振興課 

「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」 

 

（２）院内介助 

１．ケアプランへの記載 

院内介助は、原則として病院のスタッフ等により対応されるべきもので、場合により、

院内の移動等の介助が可能であるとされています。 

このため、訪問介護員等によるトイレ介助や移動介助等の院内介助が必要な場合はケア

プランに次のことを記載し、その必要性を位置付ける必要があります。 

 

 

 

 

①適切なアセスメントに基づく利用者の心身の状況から院内介助が必要な理由 

②必要と考えられる具体的なサービス内容 

（例：トイレ介助、院内での内科から眼科等への移動介助） 

③病院のスタッフ等による対応ができないことを確認した記録 

（いつ、誰に、確認した内容）



 

83 

２．通院介助で算定が可能な介助について 

通院介助の一連の流れとして想定されるものには次のようなものが想定されますが、報

酬算定の対象となるかどうかについては、利用者の状況に応じて異なる場合があります。 

ア．一般的には、訪問介護員が直接利用者に接していない時間や見守り的援助を行ってい

ない時間は（③、⑦、⑨、⑩、⑬）は通常対象外と考えられます。 

イ．重度の認知症のため徘徊等で常時見守りが必要、又は１人では椅子に座ることができ

ず、常時支え等が必要という利用者の場合は、状態により⑨以外は全て対象になることも

あります。③及び⑬については、常時介助を必要とする場合は算定対象となる場合もあり

ます。   

ウ．⑨については、どのような場合でも報酬算定の対象とはなりません。 

ただし、これは報酬算定ができないということであり、訪問介護員が行うことが禁止さ

れているわけではありません。 

①乗車前介助（更衣、ベッドから車いすへの移乗等） 

②乗車介助（タクシー、バス、鉄道等への車両への移動） 

③乗車中 

④降車介助（タクシー、バス、鉄道等への車両からの移動） 

⑤受診等手続き 

⑥院内移動 

⑦診察（リハビリ、検査等）待ち時間 

⑧トイレ介助等 

⑨診察（リハビリ、検査等。診察室における更衣を含む） 

⑩会計等待ち時間 

⑪会計、薬受け取り 

⑫乗車介助（タクシー、バス、鉄道等への車両への移動） 

⑬乗車中 

⑭降車介助（タクシー、バス、鉄道等への車両からの移動） 

⑮降車後介助
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（３）別居親族による訪問介護サービスの提供 
 

訪問介護サービスの実施に当たっては、従来より同居親族による訪問介護は禁止されて

います。また、別居親族による訪問介護については、家族介護との区別がつきにくく外部

の目も届きにくい等の理由から、サービスの質の低下につながることが懸念されます。そ

のため、別居親族による訪問介護を行う場合は、保険者である川西市と事前に協議する必 

要があります。 

協議に関する書類など詳細については介護保険課 適正化担当（072-740-1149 ）ま

でご連絡ください。
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（４）介護予防サービス等利用者の日割り算定 
 

月額報酬とされている介護予防通所リハビリテーション、介護予防型訪問サービス、介

護予防通所サービスについて、下記の場合は日割り計算を行うこととされています。（た

だし、⑨、⑩は介護予防通所リハビリテーションは除く） 

 
 

上記①～③について、区分変更前後での一方のサービス利用実績がない場合も日割り計

算を行いますが、サービス利用の実績がない期間の報酬区分は算定しません。上記以外の、

月途中からの利用、月途中までの利用及び医療機関に何日間か入院していた等の場合は月

額報酬で算定します。なお、加算については日割り計算を行いません。 

 

※月の途中で利用者が死亡した場合 

月途中で利用者が死亡した場合、総合事業の日割り計算の対象事由に「死亡」は含まれ

ていませんが、「利用者との契約解除」が日割り計算の対象事由にあたりますの で、事

業者と利用者間で交わされている契約書における死亡の場合の契約の取り扱いに沿って、

日割り計算をするかどうかを判断することが原則となります。一方、死亡日をもって契約

解除という取り扱いが契約書にない場合でも、利用者の家族、事業者、ケアマネジャーと

の話し合いのうえ、契約解除の取扱に準じて、死亡日を起算日として日割り請求すること

も可能としています。 

① 月途中で要介護から要支援に変更となった場合 

② 月途中で要支援から要介護に変更となった場合 

③ 月途中で要支援度が変更となった場合 

④ 月途中で同一保険者内の転居等により事業所を変更した場合 

⑤ 介護予防特定施設入居者生活介護等を月途中に入退所し、その前後で介護予防

訪問介護等を利用した場合 

⑥ 介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用しているもの

が、当該サービスを利用しない日において、介護予防訪問介護等を利用した場

合 

⑦ 月の一部期間が公費適用期間であった場合 

⑧ 事業者の事業開始、事業廃止、指定有効期間・効力停止期間の開始・終了 

⑨ 月途中で事業対象者から要支援・要介護に変更となった場合 

⑩ 利用者との契約開始・契約解除
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（５）短期入所生活介護・短期入所療養介護の長期利用 
 
 

１．認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取り扱いについて 

短期入所サービスは、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであ 

り、ケアマネジャーは、短期入所サービスを位置付けるケアプランの作成にあたって、利

用者にとってこれらの居宅サービスが在宅生活の維持につながるように十分留意する必要

があります。 

そのため、利用者の心身の状況等を勘案し、特に必要と認められる場合を除き、短期入

所サービスを利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしな

ければならないとされています。 

ただし、前段で述べたとおり、利用者の心身の状況等を勘案し、認定有効期間の半数を

超えて短期入所サービスを利用する必要がある場合においては、半数を超えてサービスを

利用することができます。この際、川西市では理由書の提出を求めていますので、半数を

超えるとわかった時点で、必要書類を提出してください。書類は市のホームページ、介護

保険の様式集に掲載されています。 

 

２．「連続３０日利用に関するリセット」について 

短期入所サービスに関しては、施設入所と変わらない利用を防止するとともに、他の利

用者の短期入所サービスの利用を確保するため、連続して利用する場合は３０日目までが

報酬算定の限度となっています。 

しかし、利用者の家庭や心身の状況等を勘案して、短期入所を３０日以上利用せざるを

得ない場合も想定されるため、特に必要とされる場合に限り、特例的な扱い（いわゆる 

「連続３０日利用に関するリセット」）が認められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設定】 

・例１：短期入所生活介護以外のサービスは使わない 

・例２：短期入所生活介護と短期入所療養介護以外のサービスは使わないが、短期入

所生活介護を複数利用すると仮定 

・例３：短期入所生活介護と短期入所療養介護以外のサービスは使わないと仮定 

　　　　※利用者は要介護２の支給限度額の範囲内において、短期入所生活介護は

19日使えるものと仮定。
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【例１】同一施設での連続利用の場合 

 

 

 

 

 

(※１）連続利用が 30日超に及ぶ場合、31日目は連続利用制限の対象となります。 

7/17～8/15 の利用日数は 30日となる。連続利用日数リセットのためには 31日目

(8/16)を全額自己負担で利用する必要があり、これにより 8/17 から改めて連続利

用日数をカウントする事となります。 

退所の翌日に再入所した場合、連続利用は継続となり、30 日超過分の算定不可とな

ります。リセットの為には丸 1日全額自己負担による利用が必要。 

(※２）支給限度額超過による全額自己負担での利用については、リセットされず、連続利

用日数に通算してカウントします。 

 

【例２】同一部に複数施設を利用する場合 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リセット 

 

利用日数は、原則として利用を開始した日及び利用を終了した日の両方を含むものと

されており、連続利用日数の考え方も同様に算出されます。このため、A施設から B施

設に利用する事業所を変更した日については、A施設・B施設ともに介護報酬請求を行

うことから、利用日変更日は 2日と計算されます(R3　報酬改定に関する Q&A Vol.3 問

67)。 

連続利用 30日目において、A事業所から B事業所に利用する事業所を変更する場合

は、A事業所で連続して 30 日間短期入所生活介護費を請求していることから、B事業所

の利用開始日においては全額自己負担となります（R3　報酬改定に関する Q&A Vol.3 問

68)。 
短期入所生活介護・短期入所療養介護の手引き(R3.4　兵庫県より） 

 

 

 

 

 7/17～31 8/1～15 8/16 8/17～20 8/21～31 9/1～15 9/16 9/17～20 9/21～30
 15 日 15 日 1 日 4 日 11 日 15 日 1 日 4 日 10 日
 支給限度 支給限度 連続利用 支給限度 支給限度 支給限度 連続利用 支給限度 利用なし

 額内利用 額内利用 制限によ 額内利用 額超過 額内利用 制限によ 額内利用

 る全額自 （全額自 る全額自

 己負担 己負担） 己負担

 8/1～8/29 8/30 8/31 9/1
 

A 施設
連続 29日利用 

支給限度額内利用

退所 
連続利用 30日目 
支給限度額内利用

利用なし

 

B 施設 利用なし

入所 
連続利用 31日目 
連続利用により 
全額自己負担

連続利用 1日目 
支給限度額内利用

連続利用 2日目 
支給限度額内利用

30 日連続利用
※1リセット ※２リセットされない

30 日連続利用



 

88 

【例３】短期入所生活介護と短期入所療養介護を併用する場合 

 

※１通算しない 

 

※２　　　　　　　　　　　　　　※２ 

 

（※1)　連続利用日数については、短期入所生活介護、短期入所療養介護とはサービス区

分が異なるため、それぞれについてカウントします。 

→A施設での利用日数と B施設での利用日日数は通算されません。 

このため、例の場合、A施設への入所から通算して 30 日超となる日以降につい

ても連続利用制限の対象とはなりません。この場合であっても適切な短期入所

サービスの計画、利用が必要であることに十分留意してください。 

(※2)　同一日入退所をする場合については、連続利用日数をカウントする場合は 2日の

カウントとなります。 

→例 2の場合で、短期入所生活介護を連続利用した場合の 8/25 については、A施

設での利用は連続 16 日目、B施設での利用は連続 17 日目となります。 

(※3)　連続入所中に区分変更があった場合(要介護←→要支援）、支給限度額超とな

り、自己負担で利用する事となった場合は、いずれの場合にもカウントはリセッ

トされず、連続利用としてカウントされます。 

※　長期利用者に対する短期入所生活介護について 

　　　長期間の利用者(自費利用などを挟み実質連続 30 日を超える利用者)につ

いては、基本報酬の評価を適正化します。 

連続して 30 日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所（指定居

宅サービス基準に掲げる設備及び備品を利用した指定短期入所生活介護以外

のサービスによるものも含む）している場合であって、指定短期入所生活介

護を受けている利用者に対して、指定短期入所生活介護を行った場合は、1

日につき 30 単位が所定単位数より減算されます。 

 

３．長期利用者提供減算について 

短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所と比べ入退所が頻繁であり、

利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設

での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価しています。 

こうしたことから、居宅へ戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続 30 日を超 

 8/1～9 8/10～25 8/25～27 8/28～31 9/1～10 9/10～16 9/17～30
  

 

9 日

16 日 

(A 施設)

3 日 

(B 施設)

4 日 

(B 施設）

10 日 

(B 施設）

7 日 

(A 施設）

 

 

14 日
 短期入所 

生活介護

 
短期入所療養介護

短期入所 

生活介護

 サービスの 

利用なし

支給限度 

額内

支給限度 

額内

支給限度 

額超過

支給限度 

額内

支給限度 

額内

サービスの利

用なし
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えて同一事業所を利用しているものに対して短期入所生活介護を提供する場合には、連

続 30 日を超えた日から１日につき３０単位を所定単位数より減算を行います。 

 

（６）短期入所サービス利用中の福祉用具貸与の取り扱い 
 
 

１．短期入所施設への貸与品の持ち込みについて 

短期入所施設内での福祉用具の費用は、短期入所サービスの報酬に包括しているものと

考えますので、通常は短期入所事業所が用意すべきものであると考えます。ただし、短期

入所事業所に用意されているものでは利用に支障が出る場合は、持込が可能な場合があり

ますので、個別にご相談ください。 

 
２．福祉用具貸与費の算定について 

短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用中でも福祉用具貸与費の算定は認められ

ています。しかし、これは、短期入所サービス利用中の短い期間で、一度返却し、退所後

再度搬入することが非常に不合理であるということから、認められているものであると考

えます。そのため、短期入所サービス利用中であっても福祉用具貸与費の算定が認められ

ない場合がありますので、ご注意ください。 

 
３．当該月に利用者が在宅にいない場合の算定について 

長期的に短期入所を利用し、福祉用具の在宅利用がなかった場合は当該月については算

定が認められません。 

 

※貸与期間が１月に満たない場合の算定について 

福祉用具貸与事業者は、その算定方法を運営規定等に記載しておくとともに、利用者に

対して事前に 説明を行い、同意を得ていることが必要です。貸与期間が１月に満たない場

合の取扱いについても、一 律の基準を設けるものではなく、利用契約に基づき算定されま

すが、適切な請求として、次のとおり例示しますので参考としてください。
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【例１】 

日割り計算を行います。ただし、契約の形態により半月分の請求として差し支えありません。 

【例２】  

在宅利用は実質 10 日間ですが、月の前半と後半に利用があり、1 月分の請求として差し

支えありません。 

 

（７）介護老人福祉施設への特例的な入所 
 

介護保険法の改正により、平成 27 年４月１日以降介護老人福祉施設への入所が原則要介

護３以上に限定される一方で、要介護１又は２の方の特例的な施設への入所が認められて

います。 

 
指定介護老人施設等の入所に関する指針 

　指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設（以下「施設」という）に

ついては、平成２７年４月１日以降、入所が原則、要介護３以上の方に限定される一方

で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があること

による要介護１または２の方の特例的な施設への入所（以下「特例入所」という）が認め

られています。 

（１）特例入所の対象者 

①認知症であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等

が頻繁に見られる。 

②知的障害、精神障害等であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思

疎通の困難さ等が頻繁に見られる。 

③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が

困難である。 

④単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が

期待できず、かつ、地域での介護サービスや支援の供給が不十分である。 

（２）要介護１又は２の方の入所申込み手続き 

要介護１又は要介護２である者の入所申込みがあった場合、施設は当該入所申

込者について兵庫県の定める「入所コーディネートマニュアル」の評価基準に基

づき評価を行います。評価点数が６５点以上の場合、市への意見照会を経ずに、

施設が当該入所申込者について特例入所の要件に該当すると判断することができ

ます。評価点数が６５点未満であっても、当該入所申込者について施設が特例入

所の要件に該当するか否かを評価できないと判断した場合には、当該入所申込者

が特例入所対象者に該当するか否かを判断するにあたって、市に意見を求めるこ

とができます。 

 

1 日～21 日まで短期入所施設に入所し、在宅利用は 21 日～30 日の 10 日間の場合

5 日～26 日まで短期入所施設を利用し、在宅利用は、1 日～5 日、26 日～30 日に福

祉用具を貸与し、在宅利用があった場合
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（８）暫定ケアプランの考え方 
 

①暫定ケアプランとは 

要介護認定の結果が出ていない（＝申請中）被保険者が、居宅サービスを「現物給

付」で利用するために、暫定的に作成されるケアプランです。 

暫定ケアプランを作成していない場合、介護保険を利用したサービスの提供はでき

ません。また、総合事業のガイドラインにおいて、「自己作成に基づくサービス事業

の想定はしていない」と記載されいることから、暫定ケアプランを作成せずに総合事

業を利用していた場合、サービス事業所は介護報酬の返還につながるため点にも留意

してください。 

 

②暫定ケアプランの作成が必要となる場合の例 

（1）新規申請中で、やむを得ない事情により認定結果が出るまでの間にサービスを利

用する場合 

（2）認定の有効期間内に区分変更申請を行い、認定結果が出るまでの間にサービスを

利用する場合 

（3）更新申請の結果が出るのが更新前の有効期間後になり、認定結果が出るまでの間

にサービスを利用する場合 

(4）更新申請の結果が「非該当」もしくは「更新前の介護度よりも低い（高い）」と

認定され、更新前の有効期間の満了後に新規申請を行い、認定結果が出るまでの

間にサービスを利用する場合 

 

③暫定ケアプラン作成にあたっての留意事項 

(1)認定を受けていない状態で、サービスを導入する必要があるか十分検討を行ってく

ださい。 

(2)認定結果が非該当になったり、想定した介護度より低くなることもあるので、介護

サービスに要する費用が全額自己負担になる可能性があること等について、あらか

じめ利用者・家族に十分説明を行ってください。また、要介護度により区分支給限

度額が異なることから、必要最低限のサービス導入してください 

(3）サービス事業者については、要介護、要支援のどちらでも対応できるよう居宅サ

ービスと介護予防サービス（総合事業含む）の両方の指定を受けている事業者を選

定し、認定結果により利用者が全額自己負担することがないよう適切に支援してく

ださい。 

(4)暫定ケアプランを作成する場合であっても運営基準に定められた一連の業務（アセ

スメント・モニタリング・担当者会議等）を行ってください。 

(5)確定ケアプランの作成にあたって、暫定ケアプランにおけるサービス担当者会議

で、後日見込みの介護度が出た場合、当該居宅サービス計画の変更がないことが検

討されていれば、一連の業務を行う必要は無く、暫定プランを本プラント読み替え

ます。認定情報を追記修正し、利用者の同意を得たうえで、利用者及びサービス提

供事業者に交付してください。なお、請求については、認定日の属する月の翌月に

請求してください。 

(6)総合事業サービスのみの場合の介護予防ケアマネジメントについてはセルフプラン

の取扱いはないため注意してください。 
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④暫定ケアプラン作成時の取扱い 

暫定ケアプラン作成時の取扱いについては、基本的に本プランと同様です。すなわち、サ

ービス提供前に「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」等に定める一連

の業務を行い、ケアプランを作成する必要があります。 

 
【新規申請の場合】 

必ずサービス利用前に暫定ケアプランの作成が必要です。ただし、緊急時等やむを得ない

事情がある場合には、同意等一連の業務を事後とする取扱いも可能です。その経緯を支援経

過記録等に記載し、その後速やかに暫定ケアプランを作成してください。認定結果が出た後

にサービス担当者会議を開催し、暫定プランから変更の必要がないと判断された場合には、

暫定ケアプランをそのまま本プランとすることも可能です。 

 
【更新申請の場合】 

通常は更新前の認定期間内に結果が出るため、暫定ケアプランは不要です。認定期間内に

結果が出ない場合には必要です。 

【変更申請の場合】 

身体状況が変わったために変更申請をするのであるから、基本的に暫定ケアプランは必要

です。 

 

⑤暫定ケアプラン作成時の注意点 

暫定プランを作成する際、見込まれる認定結果によってサービス内容を決めることとなり

ますが、見込みが外れる可能性がある場合には、必ず地域包括支援センターと居宅介護支援

事業所の間で連携を取るようにし、どのような認定結果が出ても対応ができるようサービス

提供事業所を選定するようにしてください。ただし、必ずしも両事業所の訪問は必須としま

せんが、両事業所において切れ目無く連携を行うとともに、その連携の記録を必ず経過記録

に残してください。認定結果によってはプランの様式に相違が出る場合も考えられますが、

そのような場合であっても暫定ケアプランの再作成は行わず、認定後の本プランから様式を

合わせるようにすれば問題ありません。 

見込み違いの介護度が出た場合、当該居宅サービス計画書、介護予防サービス計画書暫

定ケアプランの同意欄の日付の設定については、説明により、利用者、利用者家族の同意を

得られた日付とし、認定確定後の本プランについては、暫定プランの同意日に日付を合わせ

るのではなく、改めて本プランを説明し、同意が得られた日付を同意欄に記載してくださ

い。また、その経緯を支援経過記録等に記載してください。 
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問い合わせ先 

　介護保険課　適正化担当 072-740-1149  
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８.現物給付以外の保険給付 
 

（１）現物給付以外の保険給付 
 

介護保険では、原則として利用料の 1～3 割を自己負担してサービスを利用するしくみ 

（現物給付）ですが、それとは異なり、申請に基づいて保険給付が行われる場合があり、

次のサービス等がその対象となっています。 

①償還払給付 

・特定福祉用具の購入費 

・住宅の改修費 

 

②その他の給付 

・高額介護サービス費 

・高額医療合算介護サービス費 

・特定入所者介護サービス費（負担限度額認定） 

 

（２）高額介護サービス費 
  

高額介護サービス費とは 

介護サービスの利用料（同一世帯の居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービス

の合計額）の支払が一定の上限額（自己負担上限額：下記を参照してください）を超えた

場合、その超えた部分について「高額介護サービス費」として支給するものです。 

 

利用者負担段階別の自己負担上限額（月額） 

※1 譲渡所得に係る特別控除額を除きます。 

 高額介護サービス費の所得区分 自己負担上限額

 課税所得が 690 万円以上（年収約 1,160 万円以上）の 1 号被保険 

者がいる世帯

 
世帯 140,100 円

 課税所得が 380 万円以上 690 万円未満（年収が約 770 万円～約 

1,160 万円未満）の 1 号被保険者がいる世帯

 
世帯 93,000 円

 課税所得が 145 万円以上 380 万円未満（年収が約 383 万円～約 

770 万円未満）の第 1 号被保険者がいる世帯

 
世帯 44,400 円

 一般世帯（上記以外の市民税課税者がいる世帯） 世帯 44,400 円
 世帯全体が市民税非課税 世帯 24,600 円
 ・課税年金収入額とその他の合計所得金額（※）の合計が 80 

万円以下 

・老齢福祉年金受給者

 

個人

 

15,000 円

 生活保護世帯 個人 15,000 円
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※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入の雑所得をのぞいた所得

金額です。また、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金

額調整控除適用前の給与所得から 10 万円を控除した後の金額を用います。 

 

高額介護サービス費の対象となるもの 

同じ月に利用した介護サービス利用者負担（１～３割）の合計が対象です。保険適用

外のサービス利用料は対象になりません。 

また、施設サービスの居住費（滞在費）・食費や日常生活費、福祉用具の購入費、住宅

の改修費も対象になりません。 

申請の方法は 

高額介護サービス費の支給に該当された場合、介護保険課から勧奨案内を送付します

（サービスを利用してから勧奨案内を送付するのに 3カ月程度かかります）。 

勧奨案内が届いたら、必要事項を記入・押印の上介護保険課へ提出してください。 

その他、記入方法や注意点については、記入例を同封していますので参考にしてくださ

い。 

※2 年が過ぎると時効となり、支給できなくなりますのでご注意ください。 

 

問い合わせ先 
介護保険課　給付担当　072-740-1148 
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（３）高額医療合算介護サービス費 

高額医療合算介護サービス費とは 

世帯内の同じ医療保険に加入している人全員が、1 年間に支払った医療保険と介護保険

の自己負担額(※)を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を「高額医療合算介

護サービス費」として支給するものです。 

※高額療養費、高額介護サービス費として支給された額、入院・入所時の食費や差額ベ

ット代、居住費等は含みません。 

 

高額医療合算介護サービス費のしくみ        

③と⑥を合算し、限度額を超過した金額を支給するのが高額医療・高額介護合算制度です

 
世帯内の同じ医療保険に加入されている人全員の自己負担額が合算されます

介護の自己負担額

医療の自己負担額

介護の自己負担額

医療の自己負担額

介護の自己負担額

医療の自己負担額

他の医療保険後期高齢者医療制度国民健康保険

①医療費の自己負担額が高額になると ④介護保険の自己負担額が高額になると

②高額療養費支給 ⑤高額介護サービス費支給

③なお残る自己負担額 ⑥なお残る自己負担額
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高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額＜年額／8 月～翌年 7 月＞ 

 

※1 所得区分についてはご加入の医療保険にお問い合わせください。 

※2 低所得者Ⅰ区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険か

らの支給は上記表どおりの自己負担限度額で計算され、介護保険からの支給は別途設

定された自己負担限度額の 31 万円で計算されます。 

※3 自己負担限度額を超えた額が 500 円以下の場合は支給されません。 

 

申請方法は 

計算期間の末日である 7 月 31 日（基準日）に、川西市の後期高齢者医療制度もしくは

国民健康保険に加入していて、支給対象になると思われる場合は支給申請書をお送りしま

す（3 月頃） 

申請書が届いたら、必要事項を記入し、ご返送いただくか市役所本庁舎 1 階の医療助

成・年金課もしくは国民健康保険課の窓口へご提出ください。 

計算期間中に住所やご加入の介護保険あるいは医療保険の変更があった場合は申請書が

送付できない場合があります。支給対象になると思われるのに申請書が届かない場合は、

それぞれにご加入の医療保険にお問い合わせください 

。 

問い合わせ先 

医療助成・年金課 

072-740-1108 
国民健康保険課 

072-740-2006 
上記以外の医療保険（協会けんぽや健保組合、国保組合など）にご加入の方は、各医療

保険にお問い合わせください。 

 

7 月 31 日(基準日)現在に川西市の後期高齢者医療制度、国民健康保険以外の医療保険に

加入している人が支給申請をする場合は、ご加入の医療保険に支給申請を行います。 

 

 
所得区分 

※1

 
被用者保険又は国民健康保険 

《70 歳未満》

ア 212 万円

イ 141 万円

ウ 67 万円

エ 60 万円

 
オ

 
34 万円

 
所得区分 

※1

被用者保険又は国民健康保険 

《70～74 歳》 

後期高齢者医療制度

現役並み所得者Ⅲ 212 万円

現役並み所得者Ⅱ 141 万円

現役並み所得者Ⅰ 67 万円

一般 56 万円

低所得者Ⅱ 31 万円

低所得者Ⅰ 19 万円※2
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９.特定福祉用具の購入 

（１）制度の概要 

介護保険における福祉用具は原則貸与ですが、貸与になじまない入浴や排泄に用いる福

祉用具等の一定の福祉用具（以下「特定福祉用具」という。）は居宅介護福祉用具購入費

として支給対象となります。この特定福祉用具を購入した場合に、購入費の 7～9 割を支

給する制度です。 

 

支給される金額の上限額 
原則的に要介護（要支援）の認定区分にかかわらず、同一年度（4 月 1 日～翌年 3 月 31 

日まで購入日で判断します）で 10 万円（消費税含む）までです。したがって、支給され 

るのは 7～9 割分にあたる 7～9 万円までです。それ以上購入した場合は、10 万円を超える

部分が自己負担となります。 

なお、同一年度内で購入できるのは特定福祉用具 1 種目につき 1 個に限られています。

例えば、10 万円まで購入できるからといって、腰掛便座を 2 個購入した場合、同じ種目の

ものであるため、支給されるのは 1 個に対してのみとなります。ただし、破損した場合や

同一種目であっても用途・機能が著しく異なるものである等の理由であれば、認められる

場合もあります。 

 

福祉用具購入費の対象用具（特定福祉用具） 

下記にあげる特定福祉用具が介護保険における購入の支給対象となります。該当するか

どうか判断できない場合は、必ず購入前に介護保険課へ確認するようにしてください。 

※用途が一致しても、公益財団法人テクノエイド協会が制定している「ＴＡＩＳコー

ド」があるものに限る。 

※ホームセンターや通販で直接購入した場合は、同一商品であっても保険対象外。 

 

①腰掛便座 

次のいずれかに該当するものに限る。（工事を伴うものを除く） 

②自動排泄処理装置の交換可能部品 

自動排泄処理装置の交換可能部品のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護

者等又は介護を行う者が容易に交換できるもの（専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費す

るもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連商品は除く）。 

③排泄予測支援機器 

利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一

定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者又は介護を行う者に自動で

通知するもの。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除

く。 



 

99 

④入浴補助用具 

座位保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれ

かに該当するものに限る。 

⑴ 入浴用いす 

⑵ 座面の高さが概ね 35ｃｍ以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限

る 

⑶ 2.浴槽用手すり 

⑷ 浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る 

⑸ 浴槽内いす 

⑹ 浴槽内に置いて利用することができるものに限る 

⑺ 入浴台 

⑻ 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る 

⑼ 浴室内すのこ 

⑽ 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る 

⑾ 浴槽内すのこ 

⑿ 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る 

⒀ 入浴用介助ベルト 

⒁ 身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができる

ものに限る 

⑤簡易浴槽 

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工

事を伴わないもの。空気式又はおりたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材

質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであ

り、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。 

⑥移動用リフトのつり具の部分 

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 

※複合的機能を有する福祉用具について 

2 つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり扱う。 

⑴ それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部

分ごとに 1 つの福祉用具として判断する。 

⑵ 区分できない場合であって、特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれていると

きは、福祉用具全体を当該特定福祉用具と判断する。 

⑶ 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれている場

合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う。 
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（２）特定福祉用具の購入費支給申請手続き 
 

特定福祉用具の購入については、「償還払い」「受領委任払い」と二通りの方法があり

ます。 

・償還払い…被保険者が、購入した用具の費用を全額販売事業所へ支払う。購入後、支

給申請をして保険給付費の７～９割を被保険者が川西市から受領する。 

・受領委任払い…被保険者は、購入した用具の費用のうち自己負担額１～３割を販売事

業所へ支払う。購入後、支給申請をして保険給付費の７～９割を販売事業所が川西市

から受領する。 

※受領委任払いの場合は、川西市と合意を結んでいる販売事業所でしか購入できまん。

合意を結んでいても、事前に承認申請を市に提出し、承認が下りてからの購入でないと

保険給付の対象となりません。 

 

対象者および購入できる条件 

特定福祉用具を購入する場合は、以下の条件のすべてに該当する必要があります。 

①川西市の被保険者であり、要支援 1、2 もしくは要介護 1～5 の認定を受けていること 

②保険給付対象の福祉用具の購入であること。 

③ケアマネジャー等が当該特定福祉用具の必要性を認めていること。 

④被保険者本人が、入院（入所）していないこと 

⑤都道府県等から指定を受けた指定販売事業所からの購入であること 

 

支給申請の流れ 

償還払い・受領委任払いの請求方法に応じて承認申請や支給申請を行ってください。 
 
 
 

・被保険者は、担当ケアマネジャーまたは、地域包括支援セ

ンター、特定福祉用具販売事業所担当者に相談します。 

・ケアマネジャー、地域包括支援センター職員、特定福祉用

具販売事業所担当者は、被保険者の状況を勘案し必要な特

定福祉用具を選定し、「特定福祉用具購入にかかる意見書」

を作成します。 

 
・特定福祉用具を購入します。 

・被保険者は、購入費の全額を指定販売業者に支払います。 

・販売業者は領収書を発行します。 
 

 
 
 
 
 

特定福祉用具販売事業所等

に相談

特定福祉用具の選定･ 
意見書の作成

特定福祉用具の購入
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・上記の書類を介護保険課へ提出します。 

 
 

 

・支給額が決定すると、「支給決定通知書」を被保険者に送

付します。 

・10 万円を上限として購入にかかった費用の７～9 割を支給

します。 

 

※受領委任払いの場合、事前に審査が必要ですのため、申請

の前に介護保険課へご相談ください。 

□介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費

支給申請書【償還払い】 

□特定福祉用具購入にかかる理由書 

□福祉用具サービス計画書 

□領収書 

□特定福祉用具のパンフレット等 

必要書類の準備・ 
市役所へ提出

支給費の決定

口座へ支給費の振込み
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必要書類 

特定福祉用具の購入費支給申請の手続きを行うためには、下記の書類が必要になりま 

す。下記の書類が揃っていないと、受付できない場合がありますので注意事項もよくお読

みください。 

□介護給付費支給申請書兼請求書(被保険者が作成） 

口座振込依頼欄は、被保険者本人の口座を記入します。本人以外の口座へ振込みを希望

される場合は、別途届出が必要になります（添付書類要）。 

□特定福祉用具購入にかかる意見書（ケアマネジャー等が作成） 

この意見書には、対象者の心身の状況を総合的に勘案し、必要な特定福祉用具の購入の

種類とその選定理由を記載します。この書類は購入前に作成することが必要です。 

□特定福祉用具購入にかかる領収書（販売事業者等が作成) 

特定福祉用具購入にかかる 10 割負担の領収書。 

領収日の記載は必ず確認すること。宛名については、基本的に被保険者本人とするが、

□特定福祉用具購入のパンフレット等(販売事業者等が作成) 

特定福祉用具の商品名・福祉用具の全体像がわかるパンフレットを添付してください。

パンフレットはコピーでも可。なお、パンフレットが存在しない場合は、福祉用具の写真

をとり、材質・寸法を記載してください。 

 

必要書類の注意事項 

複数の特定福祉用具を購入した場合 

・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 

まとめて 1 枚で可。 

・福祉用具サービス計画書 

1 枚にまとめても、品目ごとに記載してもどちらでも構わない。ただし、まとめる場合は、品目

ごとにわけて選定理由を記載する。 

・特定福祉用具のパンプレット等各品目のパンフレットが必要。 

 

問い合わせ先 

介護保険課 給付担当　072-740-1148
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１０.住宅改修 
 

（１）制度の概要 
 

手すりの取り付け工事など、一定種類の小規模な住宅改修を行った場合に、改修費の 7 
～9 割を支給する制度です。改修の対象となる住宅は、介護保険の被保険者証に記載され

ている住所地の住宅に限られています。 

住宅改修を行う場合には、事前申請が必要になりますので、住宅改修をする前に必ず介

護支援専門員等（以下、「ケアマネジャー等」という。）に相談してください。事前申請

なしに行われた改修については住宅改修費を支給できません。 

なお、ケアマネジャー等は利用者に対して複数の住宅改修の事業者から見積もりを取る

よう、説明する必要があります。 

 

（２）支給される金額の上限額 
 

支給される金額の上限額は、要介護（要支援）の認定区分にかかわら ず、20 万円（消

費税含む）です。したがって支給されるのは 7～9 割分にあたる 14～ 18 万円までです。

20 万円を超える改修を行った場合は、20 万円を超える部分は自己負担になります。 

なお、介護保険の住宅改修と合わせて兵庫県の実施する住宅改造助成事業を利用できる場

合があります。ただし、①基本的に初回の介護保険の住宅改修と一体的に利用すること、

②所得制限がある、③事前の現場調査が必要、④身体状況に応じた住宅改造を行うことが

必要となりますので、詳しくは介護保険課給付担当（072-740-1148）へお問い合わせくだ

さい。 

また、住宅改修に要した費用のうち、自己負担額が 50 万円を超える場合、固定資産税

の減額措置の対象になる場合があります。詳しくは資産税課（072-740-1133）へお問い合

わせください。 
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（３）住宅改修費の申請方法の種類 

住宅改修の申請の方法は、償還払い方式と受領委任払い方式の 2 種類があります。 
 

償還払い方式とは 

改修工事を行う前に償還払い方式用の申請書で事前申請を行います。そして改修工事完

了後に住宅改修にかかった費用を被保険者がいったん全額を支払い、後から事後申請をし

て費用の 7～9 割分を被保険者が川西市から受け取る方法です。 

入院中または入所中（退院または退所が確定している場合に限る）や認定新規申請中で

も申請が可能です。ただし、退院または退所しなくなった場合や、認定結果が非該当とな

った場合は支給できませんので、利用者、利用者家族に十分説明のうえ申請してください。 
 

 

償還払い方式による住宅改修を利用する場合は、以下の条件のすべてに該当

する必要があります。 

※必ず事前申請や工事着工までに以下の点を確認してください。 

①川西市の被保険者であり、要支援１・２もしくは要介護１～５の認定を受

けていること。 

②改修する住宅が、介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅であ

ること。 

③支給対象になる改修であること。 

④ケアマネジャー等が当該改修を必要であると認めていること。 

⑤被保険者本人が、入院（入所）していないこと。 

入院（入所）中については、事前申請は可能ですが、事後申請時点にお

いて退院（退所）していること。
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受領委任払い方式とは 

改修工事を行う前に受領委任払い方式用の申請書で事前申請を行います。そして工事完

了後に、被保険者は住宅改修に要した費用の 1～3 割を施工業者に支払い、残りの 7～ 9 
割は受領を委任された施工業者が川西市から受け取る方法です。 

被保険者は、工事完了後に住宅改修に要した費用の 1～3 割を支払うだけで住宅改修を

行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（４）住宅改修の対象範囲 
 

下記にあげる住宅改修が介護保険における支給対象となります。 

事前申請において改修内容がこれらの範囲に該当し、住宅改修が必要等理由書に必要性

が記載されているかどうか等を審査します。事前申請なしに行なわれた改修については支

給対象の改修であっても、支給できませんのでご注意ください。 

 

①手すりの取り付け 

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止もしくは移動又は移

乗動作に資することを目的として設置する工事が対象です。 

 

②段差の解消 

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等

の段差又は傾斜を解消する目的で、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事や浴

室の床のかさ上げ等が対象です。ただし、昇降機、リフト、段差解消機等、動力により

段差を解消する機器を設置する工事は対象外です。 

 

受領委任払い方式による住宅改修を利用する場合は、以下の条件のすべてに

該当する必要があります。 

※必ず事前申請や工事着工までに以下の点を確認してください。 

①川西市の被保険者であり、要支援１・２もしくは要介護１～５の認定を受

けていること。 

②改修する住宅が、介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅であ

ること。 

③支給対象になる改修であること。 

④ケアマネジャー等が当該改修を必要であると認めていること。 

⑤介護保険料の給付制限（支払方法の変更）を受けていないこと。 

⑥生活保護受給者でないこと。（生活支援課への申請となります）
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③床・通路面の材料の変更 

滑りの防止や移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更が対象になります。

具体的には、居室においては畳敷きから板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室にお

いては床材を滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等

の工事が対象です。 

 

④引き戸等への扉の取替え 

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取

替えの工事が対象です。扉の全体ではなくても、ドアノブの変更、扉位置の変更、戸車

の設置等も含まれます。引き戸等の新設も扉位置の変更より費用が低く抑えられる場合

に限り工事の対象になります。 

 

⑤洋式便器などへの便器の取替え 

和式便器を洋式便器に取り替える工事、既存の洋式便器を立ちあがりしやすい洋式便

器に取り替える工事等が対象です。 

 

⑥その他（①～⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修） 

手すりの取り付けのための壁の下地補強等です。 

 

必要書類 
 

 

事前申請 

【償還払い】 

□居宅介護（介護予防）住宅改修費事前承認申請書(償還払) 

【受領委任払い】 

□川西市居宅介護（介護予防）住宅改修費事前承認申請書（受領委任払) 

□川西市住宅改修費委任払制度に係る誓約書 

【共通】 

□住宅改修・住宅改造が必要な理由書 

□住宅改修にかかる理由書の作成者の資格を証する書類（ケアマネジャー

以外の場合） 

□内訳書（見積書） 

□平面図 

□住宅改修前の写真 

□所有者の承諾書（改修予定の住宅の所有者が被保険者本人またはその家

族でない場合）、公営住宅の用途変更許可書等 

□入院（入所）中または新規介護認定申請中の承諾書
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必要書類の注意事項 

事前申請（住宅改修着工前） 

【償還払い】 

□居宅介護（介護予防）住宅改修費事前申請承認申請書（償還払）介護支援専門員等作成 

償還払い方式における事前申請書になります。必要事項に記入漏れのないようにお願い

します。申請書については、川西市のホームページからダウンロードが可能です。 

 

【受領委任払い】 

□居宅介護（介護予防）住宅改修費事前申請承認申請書（受領委任払） 

介護支援専門員等作成 

受領委任方式で住宅改修を行うための事前申請書兼同意書になります。同意した施工業

者は、同意者欄に代表者印を必ず押印してください。その他、必要事項に記入漏れのない

ようにお願いします。申請書については、川西市のホームページからダウンロードが可能

です。 

　　　　□川西市住宅改修費委任払制度に係る誓約書　施工業者作成 

【共通】 

□住宅改修にかかる理由書ケアマネジャー等作成 

この申請書は、対象者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅状況、福祉用具の導入

状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事の種別とその選定理由を記入します。 

 

□住宅改修にかかる意見書の作成者の資格を証する書類理由書作成者作成 

ケアマネジャー以外が住宅改修にかかる意見書を作成した場合は、資格を証明する書類

を添付してください。（例：福祉住環境コーディネーター検定試験合格証のコピー） 

 
事後申請 

【償還払い】 

□居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（償還払） 

□介護保険の給付に係る口座登録申請書 

【受領委任払い】 

□川西市居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（受領委任払） 

□川西市介護保険(介護予防)住宅改修費請求書 

【共通】 

□領収書 

□改修後の写真
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□内訳書（見積書）施工業者作成 

工事費の内訳書（見積書）の書き方については、内訳書の項目について、改修場所、改

修部分、工事名称、内容（仕様）、単価、数量などは最低限区分して記載し、材料費、施

工費、諸経費を区分し、材工一式の表示はできる限り避けてください。支給対象となる住

宅改修にかかる材料（手すり、床材、便器など）は、その仕様を明記してください。な 

お、材料費、施工費などが区分できない工事については、無理に区分する必要はありませ

ん。 

 

□平面図施工業者作成 

改修内容をわかり易く、できるだけ詳細に記載してください。写真撮影方向を矢印で

示して写真番号を記入してください。 

 

□住宅改修前の写真施工業者等作成 

撮影日（年月日）が入っている改修前の写真が必要です。日付を入れる機能がないカ

メラを使用する場合は、黒板等に日付を記入したものを入れた状態で撮影してくださ 

い。なおデジタルカメラからのプリントでも構いませんが、日付は必ず写真内に入れて

ください。見取図の写真番号と一致するように付番してください。段差解消、手すりの

長さや取り付け位置（高さ）変更、便器の高さ変更、扉の間口幅変更等の改修の場合 

は、必ずメジャーなどをあて、改修前の段差や高さ等を示してください。 

 

□所有者の承諾書所有者・被保険者作成 

住宅の所有者が当該住宅改修を行った被保険者またはその家族と異なる場合（例：賃

貸住宅、公営住宅）は、当該住宅改修について所有者の承諾書、または公営住宅の用途

変更許可書等の添付が必要になります。 

□入院（入所）中または新規介護認定申請中の承諾書被保険者作成 

  　　　　入院(入所）中または新規介護認定申請中の時は、事前申請はできますが、退院（退所） 

　　　　できない、介護認定が非該当になった場合に全額自己負担となる旨の承諾書が必要です。 
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事後申請（住宅改修着工後） 

【償還払い】 

□居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（償還払用）被保険者作成 

□口座登録申請書 

 

【受領委任払い】 

□居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（受領委任払用）被保険者作成 

□介護保険(介護予防)住宅改修費請求書 

 

【共通】 

□住宅改修後の写真施工業者作成 

撮影日（年月日）が入っている改修後の写真が必要です。 

 

 
 
 

必ず、改修前の写真と同じ箇所、方向または角度で撮った写真にしてください。段差解

消、手すりの長さや取り付け位置（高さ）変更、便器の高さ変更、扉の間口幅変更等の

改修の場合は、必ずメジャーなどをあて、改修前と比べて変更されたことを示してくだ

さい。 

 

□住宅改修にかかる領収書施工業者等作成 

住宅改修にかかる領収書の原本（窓口受付の場合は原本提示のうえ、コピー提出でも 

可）が必要です。領収書には必ず領収日を記載してください。宛名については、被保険

者名としてください。 

 
住宅改修支援事業助成金

居宅介護（介護予防）支援の提供を受けていない利用者に対し、住宅改修の理由書 

を作成した場合、理由書作成にかかる手数料を支給します。

【提出書類】 

□住宅改修支援事業に係る助成金支給申請書兼請求書

詳しくは介護保険課 給付担当（072-740-1148）までご連絡ください。
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支給申請の流れ 

・被保険者は、担当ケアマネジャーまたは、地域包括支援

センターと相談して、改修内容を決めます。 

 

 
・担当ケアマネジャーまたは、地域包括支援センターは、被

保険者の状況を勘案し必要な住宅改修を選定し、利用者に

対して複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るよう説

明します。 
・施工業者を選定します。 

・施工業者は「内訳書（見積書）」、「改修前写真」、

「平面図」を作成します。 

・担当ケアマネジャーまたは、地域包括支援センター、施

工業者の福祉住環境コーディネーターのいずれかで「住

宅改修にかかる意見書」を作成します。 

事前申請として、前述の書類を介護保険課に申請します。 
 
 

・住宅改修が認められるか、内容を審査します。 

・審査の結果認められるときは、被保険者に「居宅介護

（介護予防）住宅改修事前申請承認通知書」を送付しま

す。 
・被保険者は、「承認通知書」が交付されたら、意見書作

成業者と施工業者に連絡をとり、改修を着工してくださ

い。 

 
・施工業者は、完成後に「改修後写真」を撮ります。 

・償還払いの場合、被保険者は改修費の全額を施工業者に

支払います。受領委任払いの場合、改修費の 1～3 割を支

払います 
・施工業者は「領収書」を発行します。 

前述の事後申請の書類を介護保険課に提出します。 

 

 
・住宅改修の内容を審査し、支給額を決定します。 

・支給額が決定すると「支給決定通知書」を被保険者に送

付し、指定された口座に支給します。 

 

介護保険課　給付担当　072-740-1148 

住宅改修完成

住宅改修着工

問い合わせ先

住宅改修の相談・検討

住宅改修の内容・ 
施工業者の決定

申請の準備

事前承認の申請

審査・ 
事前承認通知の交付 

住宅改修費の申請

住宅改修費の支払い 
(申請月 2 ヶ月以内)
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（５）住宅改修費助成（特別型） 

制度の概要 

住宅改修対象工事費（20 万円）を超える工事費に対して、住宅改修対象工事費とあわせ

て 100 万円を限度に、所得に応じた助成率で助成する制度です。 

対象者 

助成の対象となる条件は以下の 3 点です。 

①川西市の住民として登録しており、現に居住する世帯であること 

②介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が属する世帯であること 

③世帯の生計中心者の前年（1～6 月申請の場合、前々年）収入（所得）が、以下の通り

であること 

・給与収入のみ場合：収入 8,000,000 円以下であること 

・給与収入のみ以外の場合：所得 6,000,000 円以下であること 

主な留意事項 

・住宅改修をはじめて行おうとする際に、一体的に申請すること 

・世帯ではじめての住宅改造助成事業の利用であること 

・改造を希望する住宅の建築工事着工年月日が昭和 56年 5 月 31 日以前の場合、耐震診断(簡易耐

震診断を含む)を実施すること 

・必ず着工前に申請し、決定が下りてから契約の上着工すること

既に行われた工事に対して助成することは不可 

・現在居住している既存の住宅の改造であること（新築などは対象外） 

・現在、自宅で生活していること 

・年度末までに完工し、全ての手続きを完了すること 
 

助成額は助成基準額（※）に基づき世帯の生計中心者の課税状況によって以下の助成率

で決まります。なお、生計中心者は住民票上の世帯主を指すものではなく、実質的にその

世帯の生計を中心的に維持している方です。 

助成額・助成率 

 

 

 

 

 

 

 

 

※助成基準額は「助成対象経費（住宅改修費含む）」と「助成対象限度額（100 万円）」

を比較し、少ない方の額から「世帯の住宅改修限度額（世帯員で要支援・要介護認定を

受けた人数×２０万円）」を減じて得た額です（最大 80 万円）。 

 

 

 所得区分 助成率

 生活保護受給世帯 3/3

 市民税非課税世帯、所得税非課税かつ市民税均等割課税世帯 9/10

 所得税非課税かつ市民税所得割・均等割課税世帯 2/3

 所得税課税で所得税額が 7 万円以下の世帯 1/2

 所得税課税で所得税額が 7 万円を超える世帯 1/3
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助成対象工事 

現在居住している既存住宅の、現に日常生活に支障のある箇所を、現在の対象者の個々

の身体状況に応じて改造する工事を助成対象とするため、利用者により異なります。な 

お、将来のことを見越して行う改造工事・単に古くなったものを新しく取り替える工事は

対象外です。 

助成対象工事かどうかは対象者の身体状況、ご自宅の状況を総合的に判断し、実際に調

査訪問の際に確認した上で決定します。 

申請等の手順は以下の通りです。 

申請手順 

＜工事着工前＞ 

・①の事前相談は「見積書（仮）」と「平面図（施工前・後）」を用意いただいた上

で、施工業者がご相談ください。 

・②の現地調査は原則として対象被保険者、ケアマネジャーおよび施工業者の立ち合

いが必要です。また、申請に必要な書類についてはその際に説明します。 

・事前相談から助成決定まで少なくとも 2～3 週間程度は要します。 

 

＜工事完工後＞ 

 

 

 

・④の助成金は、施工業者に支払います（受領委任払）。 

 

川西市役所ホームページの以下のリンクもご参照ください。 

https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/fukushi_kaigo/fukushi/koureisya/zaitakushi

en/1007999/1008594.html 

 

問い合わせ先 

介護保険課 給付担当　072-740-1148  

① 事前相談 ⇒ ②市担当職員による現地調査 ⇒ ③申請 ⇒ ④助成決定 

⇒ ⑤助成決定通知の送付 ⇒ ⑥契約・工事着工

①工事完了　⇒　②市担当職員による現地調査　⇒　③完了報告・助成金請求 

⇒④助成金支払
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１１.福祉用具貸与 
 

（１）福祉用具貸与の対象用具 
 

①車いす 

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 

②車いす付属品 

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 

③特殊寝台 

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能であって、次に掲げる機

能のいずれかを有するもの。 

1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 

2.床板の高さが無段階に調節できる機能 

④特殊寝台付属品 

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 

⑤床ずれ防止用具 

次のいずれかに該当するものに限る 

1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 

2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット 

⑥体位変換器 

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換で

きる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 

⑦手すり 

取付けに際し工事を伴わないものに限る。 

⑧スロープ 

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 

⑨歩行器 

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの

であって、次のいずれかに該当するものに限る。 

1.車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの 

2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの 

⑩歩行補助つえ 

松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラ

ッチ及び多点杖に限る。 

⑪認知症老人徘徊感知機器 

認知症の方が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報す

るもの 
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⑫移動用リフト（つり具の部分を除く） 

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するもの

であって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの（取付

けに住宅の改修を有するものを除く）（但し、エレベーターおよび階段昇降機は除く） 

⑬自動排泄処理装置 

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割する

ことが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易

に使用できるもの（交換可能部分（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の

経路となるものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に交換できるも 

の）を除く）。 
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（２）福祉用具貸与例外給付制度の概要 
 

要支援 1、2 及び要介護 1 の方は、その状態像から見て、一部の福祉用具の使用が想定

しにくいため、原則として介護報酬は算定できません。（要介護 2 及び 3 の方も含まれる

用具もあります。） 

しかしながら、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方について

は例外的に給付が認められています。 

したがって、軽度者に対し福祉用具の例外給付を行う際には、ケアマネジャー、または、

地域包括支援センターの職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を十分に確認、

検討することが必要になります。 

以下には、例外給付の対象種目、厚生労働省の示した状態像、川西市に申請が必要な場

合などを記載していますので確認してください。 

 

（３）例外給付の対象種目 
  

  
種目

要支援 要介護

 1 2 1 2 3 4 5
 車いす及び同付属品  

 

原則、保険給

付の対象外 

（例外給付の

対象）

 特殊寝台及び同付属品

 床ずれ防止用具及び体位変換器

 認知症老人徘徊感知機器

 移動用リフト（つり具の部分を除く）

 自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸 

引するものを除く）

 手すり  

 

 

保険給付の対象

 スロープ

 歩行器

 歩行補助つえ

 自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸 

引するもの）
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（４）例外給付の対象となる場合 
 

① 認定調査票の基本調査の結果を確認する 

まず、直近の認定調査における基本調査の結果から、次ページの表 1 の状態像に該当す

るかを確認してください。 

 

例）特殊寝台及び同付属品の貸与の場合 

表 1 を見ると、「日常的に起きあがりが困難な者」または、「日常的に寝返りが困難な 

者」が例外給付の対象になる状態像であることがわかります。つまり、基本調査 1-4 または、 

 1-3 が「できない」になっていれば保険給付の対象になり得ます。 

 

もし、例外給付の対象になる状態像であることが確認できれば、サービス担当者会議等で

必要性を検討しケアプランに位置づけしてください。 

 

② 基本調査の確認項目がない場合 

「車いす及び同付属品」の「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる

者」及び「移動用リフト」の「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」につ

いては、該当する基本調査の結果がありません。 

そのため、該当するかどうかの判断は、主治医から得た情報及びサービス担当者会議を

通じたケアマネジメントによって、ケアマネジャーが判断してください。 

 

③ ①の基本調査の結果を確認した結果、例外給付の対象にならない場合 

基本調査の結果のみでは例外給付の対象にはならない場合でも、下記のいずれの条件も

満たした場合にあたっては、これらについて川西市が書面など確実な方法により状態像が

該当することを確認できた場合は例外給付の対象になります。 

　　 

　　※②、③においては、以下のことも実施してください。 

ア）表 2 のⅰ）からⅲ）のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づ

き判断されている。 

イ）サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特

に必要である旨が判断されている。
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（表 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表 2) 

 

 
種目

例外給付の対象になる状態像（厚生労働

大臣が定める者のイ）

左の状態像に該当する基本調査の結果 
（厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査

項目の結果）

 

ア 車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する者

 
(一)日常生活に歩行が困難な者 本調査項目　 1-7「3.できない」

 (二)日常生活範囲における移動の支援

が特に必要と認められる者
該当する基本調査項目なし

 
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属

品

次のいずれかに該当する者

 (一)日常的に起きあがりが困難な者 基本調査項目　1-4「3.できない」

 (二)日常的に寝返りが困難な者 基本調査項目 1-3「3.できない」

 ウ 床ずれ防止用具及び体位変

換器
日常的に寝返りが困難な者 基本調査項目 1-3「3.できない」

 

エ 認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者

 

(一)意思の伝達、介護者への反応、記

憶・理解のいずれかに支障がある者

基本調査項目 3-1「1.調査対象者が意思を他者

に伝達できる」以外、 

又は、基本調査項目 3-2～3-7 のいずれか「2.

できない」 

又は、基本調査項目 3-8～4-15 のいずれか「1.
ない」以外 

その他、主治医意見書において、認知症の症状

がある旨が記載されている場合も含む。

 (二)移動において全介助を必要としな

い者
基本調査項目 2-2「4.全介助」以外

 

オ 移動用リフト（つり具の 

部分を除く）

次のいずれかに該当する者

 (一)日常的に立ち上がりが困難な

者 基本調査項目 1-8「3.できない」

 (二)移乗が一部介助又は全介助を

必要とする者
基本調査項目 2-1「3.一部介助」又は「4.全介

助」

 
(三)生活環境において段差の解消が必要 

と認められる者

該当する基本調査項目がないため、主治医～得

た情報及びサービス担当者会議等を通じた適切

なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事

業所がが判断する

 
カ 自動排泄処理装置（尿のみ

を自動的に吸引するものを除く）

次のいずれにも該当する者

 (一)排便が全介助を必要とする者 基本調査項目 2-6「4.全介助」

 (二)移乗が全介助を必要とする者 基本調査項目 2-1「4.全介助」

  
ⅰ

疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によっ 

て、頻繁に（表 1）の状態像に該当する者

  
ⅱ

疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに（表 1）の状態 

像に該当することが確実に見込まれる者

  
ⅲ

疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学 

的判断から（表 1）の状態像に該当すると判断できる者
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（５）川西市への申請について 

① 提出書類 

・福祉用具貸与例外給付申請書 

・医師の医学的な所見 

主治医意見書、診断書、医師に聴取した所見の記録等 

・サービス担当者会議等の計画に関する書類(利用者の同意を得たもの） 

（要介護者）居宅サービス計画書の第 1 表、第 2 表、第 4 表 

（要支援者）介護予防サービス・支援計画書、 

介護予防支援経過記録（サービス担当者会議の要点含む） 

 

 

② 提出方法・提出先 

持参もしくは郵送での提出をお願いします。 

〒660-8501 
川西市中央町12番1 号 

川西市役所 介護保険課 適正化担当 

 

③ 提出時期 

原則として、利用開始前に申請してください。 

ただし、認定結果が出る前に利用していた場合、主治医の意見を聴取後サービス担当者

会議を行った日まで遡って確認を出すことは可能です。認定結果が出るのが遅かったなど、

やむを得ない事情で提出が遅れる場合は必ず連絡をしてください。 

なお、介護予防支援業務の一部を地域包括支援センターから受託している場合は、地域

包括支援センターの確認を受けた後に提出してください。 

 

問い合わせ先 

介護保険課　適正化担当　072-740-1149 
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１２.介護保険以外の高齢者施策 
 

高齢者福祉サービス 
 

介護保険制度以外にも、高齢者向けに次のようなサービスがあります。詳しい内容や要

件については、各問合せ先へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急通報システム事業

 65 歳以上で一人暮らしの高齢者の方などが、自宅で急病になった場合などの緊急時に

すぐ通報できるよう非常用ペンダントと専用装置を貸出します。あらかじめ対象者の

お名前や住所、既往症などの緊急時に必要な情報を登録しておき、ペンダントか専用

装置のボタンを押すと受信センターにつながり、救急要請などの支援を行うもので

す。ご利用にあたっては、ご近所の方で協力員を 2 名登録していただく必要がありま

す。(2 名の登録が困難な場合は、ご相談ください。) 

 

問い合わせ先：地域福祉課　072-740-1174

 高齢者外出支援サービス事業

 毎年４月１日時点で介護保険で要介護３以上の認定を受けており、介護保　　　　　 

険施設に入所していない６５歳以上の在宅高齢者に、タクシー又はリフト 

付き寝台タクシーを使用する際の費用を一部助成します。 

 

問い合わせ先：地域福祉課　072-740-1174

 救急医療情報キット配布事業

 救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キットを希望される方に配布します。 

 

問い合わせ先：地域福祉課　072-740-1174

 友愛訪問

 民生委員を中心に、ひとり暮らしの高齢者を対象に定期的に自宅を訪問し、安否確認

や心身状態の変化等に関する見守りを実施します。 

 

問い合わせ先：地域福祉課　072-740-1174
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 サポート収集（高齢者・障がい者）の戸別収集

 ごみステーションまでごみを持ち出すことができない一人暮らしの高齢者や障がい者

を対象に以下の条件に基づき戸別収集を実施します。 

＜対象者（次のすべての要件を満たす者）＞ 

＊一人暮らし 

＊ごみステーションまでごみを持ち出すことができない 

＊介護保険の要介護度 2以上で 65 歳以上、 

または身体障害者手帳の障がいの程度が 1級もしくは 2級 

 

問い合わせ先：美化推進課　072-744-1124

 在宅高齢者介護手当支給事業

 介護保険で要介護４又は５の認定を受け、過去１年間介護保険のサービスを受けてい

ない高齢者を家庭で介護している人に年額１０万円を支給します。(所得制限あり) 

 

問い合わせ先：介護保険課　072-740-1148

 家族介護用品支給事業

 同居している者全員が市民税非課税世帯で、介護保険で要介護４又は５の認定を受け

ている高齢者を家庭で介護している人に、家族介護用品（紙おむつ･尿取りパット）

を、月額６，２５０円分を限度に自宅へお届けします。 

 

問い合わせ先：介護保険課　072-740-1148

 おむつ代医療費控除の確認証の交付

 介護保険で要介護・要支援の認定を受けている方には、要介護・要支援認定にかかる

資料を確認することで、おむつ代の医療費控除の確認証を交付します。（おむつ代の

医療費控除を申請されるのが２年目以降であり、かつ、主治医意見書に必要な項目が

記載されている方に限ります。） 

※初めておむつ代の医療費控除の申請をされる場合は、かかりつけの医療機関にご相

談ください。 

 

問い合わせ先：介護保険課　072-740-1148

 障害者控除対象者認定証

 介護保険で要介護・要支援の認定を受けている満６５歳以上の方には、障害者手帳等

をお持ちでなくても、控除対象年の１２月末時点の介護認定に基づいて、所得税や

市・県民税の障害者控除を受けるための認定書を交付します。 

 

問い合わせ先：介護保険課 072-740-1148
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 認知症みまもり登録

 住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、①「お互いに助け合う」という考え

を土台に日ごろの見守り協力を行うことと、②万一行方不明になられた場合にいち早

く「川西市認知症行方不明者 SOS ネットワーク」へつなぎ早期発見のために協力しよ

うとするものです。 

 

問い合わせ先：各地域包括支援センター 

川西市中央地域包括支援センター　072-755-7581

 ふれあい入浴事業

 令和 5 年 3月 31 日を持ちまして事業は終了しました。

 高齢者貸農園事業

 令和 5 年 3月 31 日を持ちまして事業は終了しました。

 高齢者優待施設利用証発行

 65 歳以上の高齢者に、優待施設（川西市市民温水プール、川西市郷土館、神戸市立王

子動物園など）で割引が受けられる利用証を発行します。写真 1 枚（縦 3 センチメー

トル×横 2センチメートル）が必要です。 

 

問い合わせ先：地域福祉課　072-740-1174

 高齢者虐待相談窓口

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、高齢

者虐待の早期発見・防止を目的とした相談窓口を設置しております。高齢者虐待でお

悩みのある人、虐待の疑いがあるとお気づきの場合はご相談ください。  

 

問い合わせ先：各地域包括支援センター 

　　　　　　　川西市中央地域包括支援センター　072-755-7581
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 成年後見制度

 成年後見制度の利用を必要とする人や、その家族・支援者や、関係機関の相談に応じ

ます。制度の説明や、申立手続きの方法などの相談を受け付けています。 

 

お問い合わせ先：各地域包括支援センター 
　　　　　　　　川西市中央地域包括支援センター　072-755-7581 

成年後見センター「かけはし」072-764-6110 

 つながりノート

 介護や医療の必要な方が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続け

られるよう、ご本人や介護者が、医療・介護関係者と連携を深めるためのノートで

す。 

 

問い合わせ先：川西市中央地域包括支援センター　072-755-7581 

川西市・猪名川町在宅医療・介護連携支援センター　072-755-4100 

各地域包括支援センター

 川西市社会福祉協議会（火打 1丁目 12-16　キセラ川西プラザ 1階）

 (1) 福祉用具貸出 車いすの貸出を行っています。 

(2) 地域福祉権利擁護事業 認知症の高齢者、知的障害、精神障害のある人が地域で

安心して生活できるように、福祉サービス利用などを援助します。 

(3) ボランティアの派遣 ボランティア活動センターに登録しているグループや地域

のボランティアが、話し相手や外出の手伝い等を行います。 

 

問い合わせ先　川西市社会福祉協議会　072-759-5200
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１３.問い合わせ先 
 

兵庫県国民健康保険団体連合会 

〒650-0021 神戸市中央区三宮町 1 丁目 9-1-1801 
078-332-5601(代表) 
介護福祉課介護保険係 (介護給付等の請求に関する審査支払等) 
介護福祉課苦情相談係 (指定居宅サービス等の調査・指導・助言、介護サービス苦情

処理委員会等) 

 
兵庫県 

〒650-8567 神戸中央区下山通 5 丁目 10-1 
078－341-7711 (代表) 
高齢政策課 (介護支援専門員に関すること) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「川西市ケアマネジメントマニュアル」は各地域包括支援センターと連携し作成しました。
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(発行)　川西市福祉部　介護保険課 

〒666-8501 

川西市中央町１２－１ 

電話　072-740-1148 

FAX　072-740-2003 

Email　kawa0182@city.kawanishi.lg.jp


